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報 告 第 １ 号  

専 決 処 分 の 報 告 の 件  

損 害 賠 償 請 求 に 関 す る 和 解 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ８ ０ 条 第 １ 項 の

規 定 に よ り 次 の ２ 件 の 内 容 の 和 解 を 専 決 処 分 し た の で 、 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 報 告 す る 。  

令 和 ８ 年 ２ 月 １ ９ 日 提 出  

箕 面 市 長 　 原 　 田 　 亮  

 

１ 　 市 道 の 管 理 に 係 る 損 害 賠 償 請 求 に 関 す る 和 解 （ 令 和 ８ 年 １ 月 ２ ６ 日 専 決 ）  

(1) 事 故 発 生 日 時　 　 令 和 ６ 年 １ ２ 月 １ ２ 日 　 午 後 ５ 時 頃  

(2) 事 故 発 生 場 所　 　 箕 面 市 船 場 西 三 丁 目 ３ 番 １ 地 先 　 市 道 船 場 西 ２ １ 号 線 路 上  

(3) 相 手 方　 　 箕 面 市 在 住 の 個 人  

(4) 事 故 の 状 況　 　 上 記 日 時 ・ 場 所 に お い て 、 相 手 方 が 市 道 船 場 西 ２ １ 号 線 を 通 行 し て い た と こ

ろ 、 道 路 側 溝 に 転 落 し 、 右 踵 を 骨 折 し た も の で あ る 。  

(5) 和 解 の 内 容　 　 本 件 事 故 に よ る 相 手 方 の 損 害 額 は 、 ９ ６ ， ７ ４ ０ 円 と し 、 市 は 、 相 手 方 に そ

の 全 額 を 支 払 う 。  

(6) 和 解 年 月 日　 　 令 和 ８ 年 １ 月 ２ ６ 日  
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２ 　 市 道 の 管 理 に 係 る 損 害 賠 償 請 求 に 関 す る 和 解 （ 令 和 ８ 年 １ 月 ２ ６ 日 専 決 ）  

(1) 事 故 発 生 日 時　 　 令 和 ７ 年 ５ 月 ２ ９ 日 　 午 後 ５ 時 頃  

(2) 事 故 発 生 場 所　 　 箕 面 市 小 野 原 東 六 丁 目 ２ 番 １ 地 先 　 市 道 小 野 原 東 住 宅 ア ー ト ア ベ ニ ュ ー 線 歩

道 橋 （ ア ー ト ア ベ ニ ュ ー 橋 ） 上  

(3) 相 手 方　 　 箕 面 市 在 住 の 個 人  

(4) 事 故 の 状 況　 　 上 記 日 時 ・ 場 所 に お い て 、 相 手 方 が 市 道 小 野 原 東 住 宅 ア ー ト ア ベ ニ ュ ー 線 歩

道 橋 （ ア ー ト ア ベ ニ ュ ー 橋 ） を 通 行 し て い た と こ ろ 、 路 面 の 段 差 に つ ま ず い

て 転 倒 し 、 右 手 首 を 骨 折 す る と と も に 、 眼 鏡 を 破 損 し た も の で あ る 。  

(5) 和 解 の 内 容　 　 本 件 事 故 に よ る 相 手 方 の 損 害 額 は 、 ３ ０ ７ ， ７ ７ ８ 円 と し 、 市 は 、 相 手 方 に

そ の 全 額 を 支 払 う 。  

(6) 和 解 年 月 日　 　 令 和 ８ 年 １ 月 ２ ６ 日  
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報 告 第 ２ 号  

専 決 処 分 の 承 認 を 求 め る 件  

地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ７ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 令 和 ８ 年 １ 月 １ ９ 日 に 次 の

と お り 専 決 処 分 し た の で 、 同 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 報 告 し 、 承 認 を 求 め る 。  

令 和 ８ 年 ２ 月 １ ９ 日 提 出  

                                            　 　 　 　 箕 面 市 長 　 原 　 田 　 亮 　  

 

令 和 ７ 年 度 箕 面 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ６ 号 ） （ 別 紙 ）  

　 （ 理 由 ）  

　 衆 議 院 の 解 散 及 び 大 阪 府 知 事 の 辞 職 に 伴 い 、 令 和 ７ 年 度 箕 面 市 一 般 会 計 予 算 を 補 正 す る 必 要 が 生 じ

た が 、 議 会 を 招 集 す る 時 間 的 余 裕 が な い こ と が 明 ら か で あ る と 認 め た た め 。  
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　　　令和７年度箕面市一般会計補正予算（第６号） 

　令和７年度箕面市の一般会計の補正予算（第６号）は、次に定めるところによ

る。 

　（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 107,536 千円を追加し、歳入歳 

　出それぞれ 81,481,923 千円とする。 

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳 

入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。 

　　令和８年１月１９日専決 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  箕面市長　原　田　亮 
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第１ 予

3 107,536 29

算

9,819

補正

歳　　入

表

款 項 補正

　

前

歳　　入　　合

の

　　計 81,374,

額

387 107,536

補

81,481,923

　

歳　　出

正 款 項 補正前の額 補　 　正　額 計

千円 千円 千

額

円

2 総 務

計

費 9,757,151

千

107,536 9,8

　

円

64,687

千

4 選 挙 費 156

円

,533 107,53

千

6 264,069

円

　

16 府 支 出 金 5,5

歳

03,

歳　　出

1

　　合　　計 81,3

4

74,387 107,

4

536 81,481,

1

923

07,

入

536 5,610,6

歳

80

3

出

府 委 託 金 192,28
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令和７年度 

（2025年度） 
 
 
 
 

箕面市一般会計補正予算（第６号）説明書
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歳

00

3 利

出

子 割 交 付 金 57,00

予

0 0 57,000

算

4 配 当 割 交 付

事

金 268,000 0 2

項

68,000

別

5 株 式 等 譲 渡 所 得

明

割 交 付 金 257,00

細

0 0 257,000

書

6 法 人 事 業

１

税 交 付 金 331,00

　

0 0 331,000

総

7 地 方 消 費

　

税 交 付 金 3,300,

括

000 0 3,300,

歳

000

8

　

環 境 性 能 割 交 付 金 88

 

,000 0 88,00

入

0

9 ゴ ル

款

フ 場 利 用 税 交 付 金 1,

補

700 0 1,700

正

10 地 方 特

前

例 交 付 金 150,00

の

0 0 150,000

額

11 地 方 交

補

付 税 2,700,00

正

0 0 2,700,00

額

0

12 交

計

通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

千

16,000 0 16,

円

000

1

千

3 分 担 金 及 び 負 担 金 1

円

,202,153 0 1

千

,202,153

円

14 使 用 料 及 び 手 数 料 722,684 0 722,684

15 国 庫 支 出 金 16,661,946 0 16,661,946

1

1

6 府 支 出 金 5,503

市

,144 107,53

税

6 5,610,680

2

17 財 産

7

収 入 288,854 0

,

288,854

3

18 寄 附 金 28

8

,218 0 28,21

8

8

19 繰

,

入 金 8,729,37

0

8 0 8,729,37

0

8

20 繰

0

越 金 344,116 0

0

344,116

2

21 諸 収 入 7,

7

741,994 0 7,

,

741,994

3

22 市 債 5,3

8

23,200 0 5,3

8

23,200

,

歳　　入　　合

0

　　計 81,374,

0

387 107,536

0

81,481,923

歳

2 地 方 譲 与 税 272

入

,000 0 272,0
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　方　　債 そ　　の　　他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1 議 会 費 455,841 0 455,841 0 0 0 0

2 総 務 費 9,7

歳

57,151 107,

　

536 9,864,6

 

87 107,536 0

出

0 0

款

3 民 生 費 32

補

,640,674 0 3

正

2,640,674 0

前

0 0 0

の

4 衛 生 費 7

額

,115,712 0 7

補

,115,712 0 0

正

0 0

額

5 労 働 費 73

計

,848 0 73,84

補

8 0 0 0 0

　

6 農 林

　

水 産 業 費 158,30

正

0 0 158,300 0

　

0 0 0

　

7 商 工 費 3

額

66,966 0 366

　

,966 0 0 0 0

　の

8 土 木 費 6,479,

　

848 0 6,479,

　

848 0 0 0 0

財

9

　

消 防 費 3,124,6

　

22 0 3,124,6

源

22 0 0 0 0

　

10

　

教 育 費 9,520,1

内

43 0 9,520,1

　

43 0 0 0 0

　

11

訳

災 害 復 旧 費 20,00

特

0 0 20,000 0 0

　

0 0

　

12 公 債 費 4

　

,737,739 0 4

　

,737,739 0 0

　

0 0

　

13 諸 支 出 金

　

6,873,543 0

定

6,873,543 0

　

0 0 0

　

14 予 備 費

　

50,000 0 50,

　

000 0 0 0 0

　　

歳　　出　　合　　

　

計 81,374,38

財

7 107,536 81

　

,481,923 10

　

7,536 0 0 0

　　　　　源
一　 般　 財　 源

国 府 支 出 金 地　
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16 府 支 出 金 5,503,144 107,536 5,610,680

3 府 委 託 金 192,283 107,536 299,819

16 府支出金

3 府委託金

1 総 務 費 府 委 託 金 175,992 107,536 28

２

3,528 3 選挙費

　

委託金 107,536

歳

 1  衆議院議員総

　

選挙・最高裁判所裁判

　

官国民審査委託金 95

入

,381

 3  

(

大阪府知事選挙委託金

款

12,155

)

(項)

科　　　

16 府支

　

出金

3 府委託金

　　目
補 正 前 の 額 補　正　額 計

節
説　　　　　　　　　　　　　　　明

款 項 目 区　　分 金　　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款)

(項)
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千

     ポスター掲

円

示場設置・撤収等委託

千

23,151

  

円

          

千

  投開票派遣業務等

円

委託 20,599

千

    13  使用

円

料及び賃借料 2,9

(

05

使 用 料   

款

      1  1

)

,786

賃 借 料 

(

        2 

項

 1,119

  

)

          

2

  事務機器借上料 1

総

,119

備品購入

務

費    17  

費

4,455

庁用

9

器具費       

,

  1  4,455

7

        

5

      選挙事務

7

用 4,455

,

5 大 阪 府 知 事 0 12,

1

155 12,155 府

5

支出金 12,155 1

1

報 酬 424 52  

1

会計年度任用職員雇用

0

事業（大阪府知事選挙

7

）【人事室】 247

,

選 挙 費 報 酬  

5

   1  244

3

3 職 員 手 当 等 54

6

4          

9

5  会計年度任用職

,

員報酬 244

 

8

          

6

   事務補助員 24

4

4

2 総務費

4

,

選挙費

687 府支出金 107,536

4 選 挙 費 156,533 107,536 264,069 府支出金 107,536

2 総務費

4 選挙費

4 衆議院

３

議員総選挙 0 95,3

　

81 95,381 府支

歳

出金 95,381 1 報

　

酬 7,575 50 

　

 会計年度任用職員雇

出

用事業（衆議院議員総

(

選挙等）【人事室】 4

款

,361

・最高裁

)

判所裁判官 報 酬 

(

    1  4,

項

153

国 民 審 査 費

)

3 職 員 手 当 等 17,5

科

37         

　

 5  会計年度任用

　

職員報酬 4,153

　

        

　

      事務補助

　

員 4,153

8 旅

　

費 239 旅 費   

目

  8  208

補

費 用 弁 償    

正

     1  20

前

8

10 需 用 費 7,

の

352

51 

額

 衆議院議員総選挙・

補

最高裁判所裁判官国民

　

審査事業 91,020

正

11 役 務 費 11,

　

568     【選

額

挙管理委員会事務局】

計

報 酬    

補

 1  3,422

 

12 委 託 料 43,

正

750        

 

  3  非常勤職員

額

報酬 3,422

 

          

の

    投票管理者・

 

立会人他 3,422

財

13 使 用 料 及 び 2,

 

905 職員手当等 

源

    3  17

 

,537

賃 借 料

内

         9

 

  時間外及び休日勤

訳

務手当 17,537

節

17 備 品 購 入 費 4,

説

455 旅 費    

　

 8  31

費

　

用 弁 償       

　

  1  20

普

　

通 旅 費       

　

  2  11

需

　

用 費    10 

　

 7,352

消

　

耗 品 費       

　

  1  2,298

　

食 糧 費     

　

    3  323

　

印刷製本費   

　

      4  4

　

,247

    

　

          

明

啓発チラシ他 4,24

款

7

修 繕 料    

項

     6  48

目

4

       

区

       投開票

　

所器材修理他 484

　

役 務 費    1

分

1  11,568

金

通信運搬費   

　

      1  1

　

1,568

委 託 料

額

    12  

千

43,750

委 託

円

料         

千

1  43,750

円
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千円

(款)

(項)

2 総務費

4 選挙費

大 阪 府 知 事 8 旅 費 3 旅 費     8  32 4 5

選 挙 費 費 用 弁 償         1  3

10 需 用 費 5

53  大阪府知事選挙事業【選挙管理委

(

員会事務局】 11,9

款

08

12 委 託 料 1

)

0,411 報 酬  

(

   1  180

項

       

)

  3  非常勤職員

科

報酬 180

13 使

　

用 料 及 び 768    

　

          

　

 投票管理者・立会人

　

他 180

賃 借 料 職

　

員手当等     

　

3  544

 

目

        9 

補

 時間外及び休日勤務

正

手当 544

需 用 費

前

    10  

の

5

食 糧 費    

額

     3  5

補

委 託 料    1

　

2  10,411

正

委 託 料     

　

    1  10,

額

411

     

計

         ポ

補

スター掲示場設置・撤

 

収等委託 9,823

正

         

 

     投票受付業

額

務委託他 588

 

 

   13  使用料

の

及び賃借料 768

 

使 用 料      

財

   1  658

 

賃 借 料      

源

   2  110

 

         

内

     事務機器等

 

借上料 110

訳
節

説　　　　　　　　

2 総務費

4 選

　

挙費

　　　　　　明
款 項 目 区　　分 金　　額

千円 千円 千円 千円 千円
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1　特 別 職

与

給 与 費 明 細 書

給 費

区          分 職 員 数 報 酬 給 料 期 末 手 当 地 域 手 当 そ の 他 の 計 共 済 費 合 計 備 考

（千円） 手 当

年間支給率

（人） （千円） （千円） （月分） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後

長    等 4 0 39,600
20,404

4,753 129 64,886 11,320 76,206

45,588 294,203

4.60

議    員 23 170,286
78,329

4.60
248,615

177,332 11,726 189,058
特 別 職

その他の
1,538 177,332

計 1,565 347,618 39,600 98,733 4,753 129 490,833 68,634 559,467

補正前

長    等 4 0 39,600
20,404

4,753 129 64,886 11,320 76,206
4.60

議    員 23 170,286
78,329

248,615 45,588 294,203
4.60

その他の
1,274 173,730 173,730 11,726 185,456

特 別 職

計 1,301 344,016 39,600 98,733 4,753 129 487,231 68,634 555,865

比  較

長    等 0 0

議    員 0 0 0

その他の
264 3,602 0 3,602 0 3,602

特 別 職

計 264 3,602 0 3,602 3,602
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２　一 般 職

　（１）　総　括

　

注）　職員数欄の（　）内は、短時間勤務職員数（外書き）である。

　（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

　　   給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

区  分 職員数 報 酬 給 料 職 員 手 当 計 共 済 費 合 計 備 考

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後
(952)

1,346,904 4,690,892 4,214,283 10,252,079 1,906,087 12,158,166
1,075

補正前
(944)

1,342,507 4,690,892 4,196,202 10,229,601

比  較
( 8 )

4,397 18,081 22,478

通 勤 手 当 夜間勤務手当

1,906,087 12,135,688
1,075

（千円） 勤務手当(千円)

22,478

区　　　分 扶 養 手 当 管 理 職 手 当 地 域 手 当

97,047 327,167 605,945 99,307 994

時間外及び休日

（千円） （千円） （千円） （千円）

345,028

職員手当 補　正　前 97,047 327,167 605,945 99,307 994 326,947

補　正　後

の 内 訳 比　　　較 18,081

区　　　分 住 居 手 当 期末勤勉手当 退 職 手 当 単身赴任手当 在宅勤務等手当 初任給調整手当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

36 3,034

補　正　後 65,214 2,261,959 408,000 552 36 3,034

補　正　前 65,214 2,261,959 408,000 552

区  分 増　減　額 増減事由別内訳 説 明 備 考

比　　　較

時間外及び休日勤務手当 18,081 千円

（千円） （千円）

職員手当 18,081 　１　その他の増加分 18,081
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報 告 第 ３ 号  

専 決 処 分 の 承 認 を 求 め る 件  

地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ７ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 令 和 ８ 年 １ 月 １ ９ 日 に 次 の

と お り 専 決 処 分 し た の で 、 同 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 報 告 し 、 承 認 を 求 め る 。  

令 和 ８ 年 ２ 月 １ ９ 日 提 出  

                                            　 　 　 　 箕 面 市 長 　 原 　 田 　 亮 　  

 

令 和 ７ 年 度 箕 面 市 ボ ー ト レ ー ス 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第 ３ 号 ） （ 別 紙 ）  

　 （ 理 由 ）  

　 売 上 げ が 見 込 みを 上 回 り 、払戻 金 等 の 関 連経 費 が 不 足 する こ と に 伴 い 、令 和 ７ 年 度 箕面 市 ボ ー ト レー

ス 事 業 会 計 予 算 を 補 正 す る 必 要 が 生 じ た が 、 議 会 を 招 集 す る 時 間 的 余 裕 が な い こ と が 明 ら か で あ る と

認 め た た め 。  
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令和７年度箕面市ボートレース事業会計補正予算（第３号） 

第１条　令和７年度箕面市ボートレース事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。 

第２条　令和７年度箕面市ボートレース事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に

定めた業務の予定量を次のとおり補正する。 

　　　（区　　分）　　　　　　（既決予定量）　   （補正予定量）　 （　　計　　） 

　（２）一日平均売上金額　　 1,123,333千円    　   77,778千円　　1,201,111千円 

第３条　予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

　　　（科　　目）　　　　　　（既決予定額）　　 （補正予定額）　 （　　計　　） 

　　　　　　　　　　　　　収　　　　　　　　入 

　第１款　ボートレース事業収益　 109,786,527千円      7,184,474千円　116,971,001千円 

　　第１項　営 業 収 益 109,679,582千円 　   7,184,474千円　116,864,056千円 

　　　　　　　　　　　　　支　　　　　　　　出 

　第１款　ボートレース事業費用　 108,600,288千円　　  6,309,505千円　114,909,793千円 

　　第１項　営 業 費 用 103,049,288千円      6,309,505千円  109,358,793千円 

第４条　予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

　　　（科　　目）　　　　　　（既決予定額）　　 （補正予定額）　 （　　計　　） 

　　　　　　　　　　　　　収　　　　　　　　入 

　第１款　資 本 的 収 入　　 1,303,020千円          8,119千円　  1,311,139千円 

　　第２項　基金運用収入　     3,020千円          8,119千円　     11,139千円 

支　　　　　　　　出 

　第１款　資 本 的 支 出　　    14,081千円          8,119千円　     22,200千円 

　　第２項　基金繰入支出　     3,020千円          8,119千円　     11,139千円 

令和８年１月１９日専決 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　箕面市長　原　田　亮　
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予算に関する説明書

－ 19 －



1

1

1

4

1

1

1

2

4

1

2

1

1

2

1

令和７年度箕面市ボートレース事業会計補正予算（第３号)実施計画

収益的収入及び支出

収 入 （単位　千円）

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　考

109,786,527 7,184,474 116,971,001

営業収益 109,679,582 7,184,474 116,864,056

開催収益 103,324,200 7,000,000 110,324,200 舟券売上金

その他営業収益 2,289,061 184,474 2,473,535 端数切捨金収入他

支 出 （単位　千円）

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　考

108,600,288 6,309,505 114,909,793

営業費用 103,049,288 6,309,505 109,358,793

開催費 83,521,063 5,639,444 89,160,507
舟券の発売・払戻業務その他開
催業務に要する費用

交付金 5,054,258 323,561 5,377,819 モーターボート競走法交付金

施設費 4,406,837 346,500 4,753,337 施設借上げに要する費用

資本的収入及び支出

収 入 （単位　千円）

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　考

1,303,020 8,119 1,311,139

基金運用
収入 3,020 8,119 11,139

基金運用収入 3,020 8,119 11,139 基金利息収入

支 出 （単位　千円）

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　考

14,081 8,119 22,200

基金繰入
支出 3,020 8,119 11,139

基金繰入支出 3,020 8,119 11,139
ボートレース事業災害等対応基
金繰入支出

ボートレース事業業務設備基金
繰入支出

ボート
レース
事業収益

ボート
レース
事業費用

資本的
収入

資本的
支出
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令和７年度箕面市ボートレース事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

（単位　千円）

区 分 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 1,186,239 874,969 2,061,208

    業務活動によるキャッシュ・フロー① 1,142,535 874,969 2,017,504

 ２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

基金繰入による支出 △ 3,020 △ 8,119 △ 11,139

受取利息及び配当金 29,539 8,119 37,658

    投資活動によるキャッシュ・フロー② 1,315,458 1,315,458

 ３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

    財務活動によるキャッシュ・フロー③ △ 1,366,878 △ 1,366,878

４ 資金の増加額④＝①＋②＋③ 1,091,115 874,969 1,966,084

５ 資金期首残高 9,817,866 9,817,866

６ 資金期末残高 10,908,981 874,969 11,783,950
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予算参考資料
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既決予定額 補正予定額 計

(千円) (千円) (千円)

 1 ボートレース事業収益 109,786,527 7,184,474 116,971,001

  1 営業収益 109,679,582 7,184,474 116,864,056

 1 開催収益 103,324,200 7,000,000 110,324,200

 本場舟券発売金 5,669,034 320,000 5,989,034 本場舟券売上金 5,867,000 320,000 増

 電話投票舟券発売金 80,860,640 6,680,000 87,540,640 電話投票舟券売上金 85,800,000 6,680,000 増

 4 その他営業収益 2,289,061 184,474 2,473,535

 端数切捨金収入 202,200 14,000 216,200 端数切捨金収入 216,200 14,000 増

 寄附金 2,019,142 170,474 2,189,616 電話投票運営協力金 2,189,616 170,474 増

既決予定額 補正予定額 計

(千円) (千円) (千円)

 1 ボートレース事業費用 108,600,288 6,309,505 114,909,793

  1 営業費用 103,049,288 6,309,505 109,358,793

 1 開催費 83,521,063 5,639,444 89,160,507

電話投票事務委託 2,595,450 202,070 増

 使用料 2,235,277 187,374 2,422,651 中央情報処理装置使用料 2,406,690 187,374 増

 払戻金 75,825,000 5,250,000 81,075,000 舟券払戻金 81,075,000 5,250,000 増

 2 交付金 5,054,258 323,561 5,377,819

 交付金 5,054,258 323,561 5,377,819 モーターボート競走法第２５条交付金 3,542,886 238,286 増

モーターボート競走法第３０条交付金 1,338,933 85,275 増

 4 施設費 4,406,837 346,500 4,753,337

 賃借料   4,406,837 346,500 4,753,337 住之江競走場賃借料 4,537,517 346,500 増

既決予定額 補正予定額 計

(千円) (千円) (千円)

 1 資本的収入 1,303,020 8,119 1,311,139

  2 基金運用収入 3,020 8,119 11,139

 1 貸付金償還金基金運用収入 3,020 8,119 11,139

 基金運用収入 3,020 8,119 11,139 基金利息収入 11,139 8,119 増

既決予定額 補正予定額 計

(千円) (千円) (千円)

 1 資本的支出 14,081 8,119 22,200

  2 基金繰入支出 3,020 8,119 11,139

 1 基金繰入支出 3,020 8,119 11,139

 基金繰入支出 3,020 8,119 11,139 ボートレース事業災害等対応基金繰入支出 8,880 6,473 増

ボートレース事業業務設備基金繰入支出 2,259 1,646 増

実 施 計 画 内 訳 書

 収益的収入及び支出

　収　入

説　　　明

(千円)

　支　出

説　　　明

(千円)

 資本的収入及び支出

　収　入

説　　　明

(千円)

　支　出

説　　　明

(千円)

款・項・目・節

款・項・目・節

 委託料 2,865,745 202,070 3,067,815

款・項・目・節

款・項・目・節
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第 １ ２ 号 議 案  

特 定 調 停 申 立 事 件 に 関 す る 調 停 内 容 の 一 部 変 更 の 合 意 の 件  

箕 面 市 と 箕 面 都 市 開 発 株 式 会 社 と の 間 の 調 停 条 項 （ 平 成 ２ ２ 年 （ 特 ノ ） 第 ４ 号 。 平 成 ２ ３ 年 １ 月 ７

日 成 立 ）に 基 づ く 弁 済 に 関 し 、別 紙「 弁 済 計 画 表 」で 定 め た 弁 済 方 法 の 一 部 を 変 更 す る こ と に つ い て 、

別 紙 合 意 書 案 の と お り 合 意 す る 。  

令 和 ８ 年 ２ 月 １ ９ 日 提 出  

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 箕 面 市 長 　 原 　 田 　 亮 　  

 

 

 

 

（ 提 案 理 由 ）  

平 成 ２ ２ 年 １ ２ 月 ２ ０ 日 議 決 を 経 た 「 第 １ ２ ５ 号 議 案 　 特 定 調 停 申 立 事 件 に 関 す る 調 停 条 項 案 の 受

諾 の 件 」に よ り 成 立 し た 調 停 条 項 別 紙「 弁 済 計 画 表 」（ 令 和 ２ 年 ３ 月 ２ ６ 日 及 び 令 和 ４ 年 ３ 月 ２ ８ 日 に

議 決 を 経 て 変 更 に 合 意 し た も の ） で 定 め た 弁 済 方 法 の 一 部 を 変 更 す る 合 意 を し 、 箕 面 都 市 開 発 株 式 会

社 か ら 繰 上 弁 済 を 受 け る た め 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ ２ 号 の 規

定 に よ り 提 案 す る も の で あ る 。  
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（ 別 紙 ）  

合 意 書 案  

 

箕 面 市 （ 以 下 「 市 」 と い う 。） と 箕 面 都 市 開 発 株 式 会 社 （ 以 下 「 会 社 」 と い う 。） は 、 平 成 ２ ３ 年 １

月 ７ 日 成 立 の 市 と 会 社 と の 間 の 調 停 条 項 （ 平 成 ２ ２ 年 （ 特 ノ ） 第 ４ 号 ） 並 び に 令 和 ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 及

び 令 和 ４ 年 ３ 月 ３ １ 日 成 立 の 合 意 書 に 関 し 、 弁 済 計 画 を 変 更 し 、 会 社 が 市 へ 繰 上 弁 済 を 行 う こ と に つ

い て 次 の と お り 合 意 す る 。  

１ 　 会 社 は 、 本 件 債 務 ２ の う ち 、 残 元 本 債 務 の 全 額 の 繰 上 弁 済 を す る 。  

２ 　 １ に よ る 変 更 後 の 弁 済 計 画 は 、 別 紙 「 弁 済 計 画 表 」 の と お り と す る 。  
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別紙

箕面都市開発株式会社
（単位：円）

一括弁済

平成23年3月1日 令和8年3月30日 令和8年4月1日 令和9年3月30日 令和10年3月30日 令和11年3月30日

元本(①） 393,000,000 8,304,888 0 9,711,413 9,759,970 9,808,770 
利息（②） 0 330,112 0 288,587 240,030 191,230 
弁済後残元本 183,369,142 57,717,313 0 48,005,900 38,245,930 28,437,160 
元本(③） 127,000,000 521,934 168,091,099 0 0 0 
利息（④） 0 843,066 6,908 0 0 0 
弁済後残元本 273,000,000 168,091,099 0 0 0 0 

520,000,000 8,826,822 168,091,099 9,711,413 9,759,970 9,808,770 
0 1,173,178 6,908 288,587 240,030 191,230 

520,000,000 10,000,000 168,098,007 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

最終弁済 弁済合計額

令和11年6月1日
平成23年3月1日～令

和11年6月1日

元本(①） 28,437,160 576,369,142 

利息（②） 24,932 12,668,401 

弁済後残元本 0 

元本(③） 0 400,000,000 

利息（④） 0 20,522,556 

弁済後残元本 0 

28,437,160 976,369,142 

24,932 33,190,957 

28,462,092 1,009,560,099 

　弁済計画表

分割弁済 分割弁済

平成23年3月30日～令和7年3月30日

117,346,941 

11,593,510 

104,386,967 

19,672,582 

元本弁済合計（①＋③） 221,733,908 

利息弁済合計（②＋④） 31,266,092 

元利金弁済合計（①＋②＋③＋④） 253,000,000 

元本弁済合計（①＋③）

利息弁済合計（②＋④）

元利金弁済合計（①＋②＋③＋④）

当初借入
元本

残元本
（平成23年

1月7日現在）
弁済

710,000,000 576,369,142 

400,000,000 400,000,000 

当初借入
元本

残元本
（平成23年

1月7日現在）
弁済

710,000,000 576,369,142 

400,000,000 400,000,000 

債務１

債務１

債務２

債務２
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第１３号議案  

　　　大阪広域水道企業団規約等の変更に関する協議の件  

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、大阪広域水道企業団の共

同処理する事務に泉大津市、箕面市及び門真市に係る水道事業の経営に関する事務を追加すること並

びにこれに伴い大阪広域水道企業団規約を別紙のとおり変更することについて、関係市町村と協議す

る。  

　　令和８年２月１９日提出  

                                                                　　箕面市長　原　田　亮　  

 

 

 

 

 

　（提案理由）  

　大阪広域水道企業団の共同処理する事務に泉大津市、箕面市及び門真市に係る水道事業の経営に関

する事務を加えるとともに、これに伴い大阪広域水道企業団規約を変更することについて関係市町村

と協議を行うため、地方自治法第２９０条の規定により提案するものである。
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別紙 

大阪広域水道企業団規約の一部を変更する規約 

　大阪広域水道企業団規約（平成２２年１１月２日大阪府知事許可）の一部

を次のように変更する。 

　別表第２中「岸和田市」の次に「、泉大津市」を、「富田林市」の次に「、

箕面市」を、「柏原市」の次に「、門真市」を加える。 

附　則 

この規約は、令和９年４月１日から施行する。 
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第１４号議案  

市道路線の認定及び廃止の件  

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項及び第１０条第１項の規定により次のとおり市

道路線の認定及び廃止をする。  

令和８年２月１９日提出  

箕面市長　原　田　亮　  

 

　認定及び廃止をする市道路線（別紙のとおり）  

 

 

 

 

 

 

　（提案理由）  

　市道西小路八幡神社１号線ほか１０路線の認定及び市道白島北支線２号線ほか２路線の廃止をする

ため、道路法第８条第２項及び第１０条第３項の規定により提案するものである。
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別紙

　　認定及び廃止をする市道路線

１　認定路線

路 線 番 号 路　　　　線　　　　名 起　　　　　　　　点 終　　　　　　　　点 重要な経過地

１３８１６ 西小路八幡神社１号線 新稲三丁目１１２３番１２ 新稲三丁目１１２３番１８

２３４６２ 白島北支線２号線 白島三丁目２２番１０ 白島三丁目８７７番２

２３４６９ 牧落萱野線北２号線 稲三丁目１８９番６ 稲三丁目１８９番１１

２３４７０ 稲如意谷１号線 稲六丁目８３４番１ 稲六丁目７９０番８

２３４７１ 東坊島大宮寺線１号支線 白島三丁目６５番３ 白島三丁目６５番４

３３３０５ 西宿区画１号線 西宿二丁目１２１７番 西宿二丁目１０７番３

３３３４０ 石丸府道南１号線 石丸二丁目３５４番１ 石丸二丁目３５４番１

３３３４１ 今宮東線１１号支線 今宮三丁目９７番１０ 今宮三丁目９７番１８

４３５４５ 向イ山橋１号線 粟生新家二丁目１０２番２ 粟生新家二丁目３４４番１

４３５４６ 山の口１２号線 粟生間谷東五丁目５１９番５ 粟生間谷東五丁目５１９番１２

５３００９ 中谷線 上止々呂美５５番１ 上止々呂美７５番
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２　廃止路線

路 線 番 号 路　　　　線　　　　名 起　　　　　　　　点 終　　　　　　　　点 重要な経過地

２３４６２ 白島北支線２号線 白島三丁目２２番１０ 白島三丁目２２番８

３３３０５ 西宿区画１号線 西宿二丁目１００番 西宿二丁目１００番

５３００９ 中谷線 上止々呂美５番５ 上止々呂美８０番

－ 31 －



第
十
五
号
議
案 

箕
面
市
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
等
改
正
の
件 

箕
面
市
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。 

令
和
八
年
二
月
十
九
日
提
出 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

箕
面
市
長　

原　

田　

亮　

 

箕
面
市
条
例
第　
　
　

号 

箕
面
市
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
箕
面
市
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条　

箕
面
市
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
箕
面
市
条
例
第
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　
　

別
表
十
六
の
項
中
「
八
、
三
〇
〇
円
」
を
「
九
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
七
、
四
〇

〇
円
」
を
「
八
、
二
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
十
七
の
項
及
び
十
八
の
項
中
「
八
、

九
〇
〇
円
」
を
「
九
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
八
、
三
〇
〇
円
」
を
「
九
、
二
〇
〇

円
」
に
改
め
、
同
表
十
九
の
項
か
ら
二
十
一
の
項
ま
で
の
規
定
中
「
八
、
三
〇
〇

円
」
を
「
九
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
七
、
四
〇
〇
円
」
を
「
八
、
二
〇
〇
円
」
に
改

め
、
同
表
二
十
二
の
項
中
「
七
、
四
〇
〇
円
」
を
「
八
、
二
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同

表
二
十
三
の
項
か
ら
二
十
九
の
項
ま
で
の
規
定
中
「
八
、
三
〇
〇
円
」
を
「
九
、
一

〇
〇
円
」
に
、
「
七
、
四
〇
〇
円
」
を
「
八
、
二
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
三
十
の

項
中
「
七
、
四
〇
〇
円
」
を
「
八
、
二
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
三
十
一
の
項
中

「
八
、
三
〇
〇
円
」
を
「
九
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
七
、
四
〇
〇
円
」
を
「
八
、
二

〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
三
十
二
の
項
及
び
三
十
三
の
項
中
「
二
〇
、
〇
〇
〇
円
」

を
「
二
二
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
九
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
一
、
〇
〇
〇
円
」
に

改
め
、
同
表
三
十
四
の
項
中
「
一
〇
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
〇
〇
〇
円
」
に
改

め
、
同
表
三
十
五
の
項
か
ら
四
十
二
の
項
ま
で
の
規
定
中
「
八
、
三
〇
〇
円
」
を
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「
九
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
七
、
四
〇
〇
円
」
を
「
八
、
二
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同

表
四
十
三
の
項
中
「
一
六
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
七
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
一
四
、

〇
〇
〇
円
」
を
「
一
五
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
四
十
四
の
項
中
「
八
、
九
〇

〇
円
」
を
「
九
、
九
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
四
十
五
の
項
中
「
一
四
、
〇
〇
〇

円
」
を
「
一
五
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
四
十
六
の
項
及
び
四
十
七
の
項
中

「
七
、
四
〇
〇
円
」
を
「
八
、
二
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
四
十
八
の
項
中
「
八
、

九
〇
〇
円
」
を
「
九
、
九
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
四
十
九
の
項
中
「
八
、
三
〇
〇

円
」
を
「
九
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
七
、
四
〇
〇
円
」
を
「
八
、
二
〇
〇
円
」
に
改

め
、
同
表
五
十
の
項
中
「
七
、
四
〇
〇
円
」
を
「
八
、
二
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

五
十
一
の
項
中
「
八
、
三
〇
〇
円
」
を
「
九
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
七
、
四
〇
〇

円
」
を
「
八
、
二
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
五
十
二
の
項
及
び
五
十
三
の
項
中
「
九
、

〇
〇
〇
円
」
を
「
一
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
五
十
四
の
項
中
「
八
、
三
〇

〇
円
」
を
「
九
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
七
、
四
〇
〇
円
」
を
「
八
、
二
〇
〇
円
」
に

改
め
、
同
表
五
十
五
の
項
及
び
五
十
六
の
項
中
「
七
、
四
〇
〇
円
」
を
「
八
、
二
〇

〇
円
」
に
改
め
、
同
表
五
十
七
の
項
中
「
八
、
三
〇
〇
円
」
を
「
九
、
一
〇
〇
円
」

に
、
「
七
、
四
〇
〇
円
」
を
「
八
、
二
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
五
十
八
の
項
中

「
七
、
四
〇
〇
円
」
を
「
八
、
二
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
五
十
九
の
項
及
び
六
十

の
項
中
「
八
、
三
〇
〇
円
」
を
「
九
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
七
、
四
〇
〇
円
」
を

「
八
、
二
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
六
十
二
の
項
中
「
二
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二

四
、
四
〇
〇
円
」
に
、
「
一
六
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
七
、
七
〇
〇
円
」
に
改
め
、

同
表
六
十
三
の
項
中
「
三
五
五
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
九
三
、
三
〇
〇
円
」
に
、

「
一
六
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
七
、
七
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。 

（
箕
面
市
実
費
弁
償
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条　

箕
面
市
実
費
弁
償
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
箕
面
市
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 
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第
二
条
第
一
項
中
「
七
千
四
百
円
」
を
「
八
千
二
百
円
」
に
改
め
る
。 

（
箕
面
市
い
じ
め
問
題
対
策
連
絡
協
議
会
等
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条　

箕
面
市
い
じ
め
問
題
対
策
連
絡
協
議
会
等
条
例
（
令
和
元
年
箕
面
市
条
例
第

二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
中
「
八
、
九
〇
〇
円
」
を
「
九
、
九
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。 

附　

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

               

（
提
案
理
由
） 

附
属
機
関
の
委
員
等
の
報
酬
の
額
及
び
市
の
機
関
の
求
め
に
よ
り
出
頭
し
た
証
人
等

の
実
費
弁
償
の
額
を
改
定
す
る
た
め
、
本
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。

－ 34 －



第
十
六
号
議
案 

箕
面
市
職
員
定
数
条
例
改
正
の
件 

箕
面
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
二
月
十
九
日
提
出 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

箕
面
市
長　

原　

田　

亮　

 

箕
面
市
条
例
第　
　
　

号 

　

箕
面
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

箕
面
市
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
箕
面
市
条
例
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

　

第
二
条
第
一
号
中
「
五
八
一
人
」
を
「
六
二
四
人
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
四

二
〇
人
」
を
「
三
七
七
人
」
に
改
め
る
。 

　
　
　

附　

則 

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

        

（
提
案
理
由
） 

　

生
涯
学
習
に
係
る
事
務
を
市
長
が
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
に
伴
い
、
市
長
の

事
務
部
局
及
び
教
育
委
員
会
の
事
務
局
の
職
員
の
定
数
を
改
定
す
る
た
め
、
本
条
例
を

改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
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第
十
七
号
議
案 

箕
面
市
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
改
正
の
件 

箕
面
市
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
二
月
十
九
日
提
出 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

箕
面
市
長　

原　

田　

亮 

箕
面
市
条
例
第　
　
　

号 

箕
面
市
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る 

条
例 

（
箕
面
市
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条　

箕
面
市
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
箕
面
市
条

例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　
　

第
三
条
第
一
項
中
「
初
任
給
調
整
手
当
」
の
下
に
「
（
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
及

び
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
を
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。 

　
　

第
十
一
条
の
四
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
初
任
給
調
整

手
当
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
十
一
条
の
四　

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え

な
い
範
囲
内
の
額
を
、
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
採
用
の
日
か
ら
三
十
五

年
以
内
、
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
採
用
の
日
か
ら
五
年
以
内
の
期
間
、

採
用
後
規
則
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
ご
と
に
そ
の

額
を
減
じ
て
、
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
と
し
て
支
給
す
る
。 

　
　

一　

医
療
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
職
の
う
ち
採
用
に
よ
る
欠
員
の
補

充
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
で
規
則
で
定
め
る
も
の
に
新
た
に
採
用
さ

れ
た
職
員　

月
額
二
十
五
万
三
千
百
円 

　
　

二　

土
木
そ
の
他
の
専
門
知
識
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
採
用
に
よ
る
欠
員
の
補
充
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が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
で
規
則
で
定
め
る
も
の
に
新
た
に
採
用
さ
れ

た
職
員
で
あ
っ
て
市
長
が
定
め
る
者　

月
額
二
万
円 

　

第
十
一
条
の
四
第
二
項
中
「
初
任
給
調
整
手
当
」
を
「
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
」

に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
十
一
条
の
五　

新
た
に
採
用
さ
れ
た
職
員
で
あ
っ
て
、
採
用
の
日
に
お
い
て
、
当

該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
給
料
月
額
の
う
ち
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
等
級
並
び
に
同
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
受
け
る
号
給
に
応
じ
た
額
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
規
則
で
定
め
る
額
）
並

び
に
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
に
十
二
を
乗
じ
、
そ
の
額
を
一
週
間

当
た
り
の
勤
務
時
間
に
五
十
二
を
乗
じ
た
も
の
か
ら
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例

第
九
条
に
規
定
す
る
休
日
に
係
る
勤
務
時
間
数
を
減
じ
た
も
の
で
除
し
て
得
た
額

（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短

時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
勤
務
時
間
を
勤
務
し
た
場
合
の
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
を
考
慮
し

て
規
則
で
定
め
る
額
）（
そ
の
額
に
五
十
銭
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を

切
り
捨
て
、
五
十
銭
以
上
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
一
円
に
切

り
上
げ
た
額
）
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
額
」
と
い
う
。
）
が
、
そ
の
在
勤
す
る
地

域
に
お
け
る
民
間
の
賃
金
の
最
低
基
準
を
考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る
額
（
次
項
に

お
い
て
「
基
準
額
」
と
い
う
。
）
を
下
回
る
も
の
に
は
、
採
用
の
日
か
ら
規
則
で
定

め
る
日
ま
で
の
間
、
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
す
る
。 

２　

第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
の
月
額
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
基
準
額

と
特
定
額
と
の
差
額
を
月
額
に
換
算
し
た
額
と
す
る
。 

３　

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
以
外
の
職
員
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
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第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
に
は
、
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

前
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
す
る
。 

４　

前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

　

第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
自
転
車
」
を
「
自
動
車
」
に
改
め
、
同
条
中

第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
並
び
に
前
項

第
二
号
及
び
第
二
号
の
二
」
を
「
並
び
に
第
二
項
第
二
号
及
び
第
二
号
の
二
並
び
に

前
項
第
一
号
」
に
、
「
同
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、

同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３　

第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
で
、
自
動
車
等
の
駐
車
の
た
め
の

施
設
（
そ
の
所
在
地
及
び
利
用
形
態
が
規
則
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限

る
。
第
一
号
に
お
い
て
「
駐
車
場
等
」
と
い
う
。
）
を
利
用
し
、
そ
の
料
金
を
負
担

す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の
（
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
の
通
勤
手
当
の

額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

　
　

一　

駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当　

一
箇
月
に
つ
き
、
五
千
円
を
超
え
な
い
範
囲

内
で
一
箇
月
当
た
り
の
駐
車
場
等
の
料
金
に
相
当
す
る
額
と
し
て
規
則
で
定
め

る
額 

　
　

二　

前
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
以
外
の
通
勤
手
当　

前
項
の
規
定
に
よ
る
額 

　
　

別
表
第
八
中
「　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。 

（
箕
面
市
上
下
水
道
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改

正
） 

第
二
条　

箕
面
市
上
下
水
道
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
四
十
一
年
箕
面
市
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
２

１
条

の
３

関
係

第
２

２
条

関
係
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第
二
条
第
三
項
中
「
住
居
手
当
」
の
下
に
「
、
初
任
給
調
整
手
当
（
第
一
種
初
任

給
調
整
手
当
及
び
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
を
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
五
条
の
三
の
次
に
次
の
見
出
し
及
び
二
条
を
加
え
る
。 

（
初
任
給
調
整
手
当
） 

第
五
条
の
四　

土
木
そ
の
他
の
専
門
知
識
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
採
用
に
よ
る
欠
員

の
補
充
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
に
新
た
に
採
用
さ
れ
た
職
員
で
あ
っ
て

管
理
者
が
定
め
る
者
に
は
、
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
す
る
。 

２　

前
項
に
規
定
す
る
職
に
在
職
す
る
職
員
の
う
ち
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
種

初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

職
員
に
は
、
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
す
る
。 

第
五
条
の
五　

新
た
に
採
用
さ
れ
た
職
員
で
あ
っ
て
、
採
用
の
日
に
お
い
て
、
当
該

職
員
の
給
料
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
十
二
を
乗

じ
、
そ
の
額
を
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
に
五
十
二
を
乗
じ
た
も
の
か
ら
箕
面

市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
箕
面
市
条
例
第
二
十

一
号
）
第
九
条
に
規
定
す
る
休
日
に
係
る
勤
務
時
間
数
を
減
じ
た
も
の
で
除
し
て

得
た
額
が
、
そ
の
在
勤
す
る
地
域
に
お
け
る
民
間
の
賃
金
の
最
低
基
準
を
考
慮
し

て
管
理
者
が
定
め
る
額
を
下
回
る
も
の
に
は
、
採
用
の
日
か
ら
管
理
者
が
定
め
る

日
ま
で
の
間
、
そ
の
差
額
を
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
と
し
て
支
給
す
る
。 

２　

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
以
外
の
職
員
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
第

二
種
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
も
の
と
し
て
管
理
者
が
定
め
る
も
の
に
は
、
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
第
二

種
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
す
る
。 

　

第
八
条
第
一
項
中
「
（
平
成
七
年
箕
面
市
条
例
第
二
十
一
号
）
」
を
削
る
。 

　

（
箕
面
市
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一 

　

部
改
正
） 
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第
三
条　

箕
面
市
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例 

　

（
平
成
二
十
六
年
箕
面
市
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　
　

第
二
条
第
三
項
中
「
住
居
手
当
」
の
下
に
「
、
初
任
給
調
整
手
当
」
を
加
え
る
。 

　
　

第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
初
任
給
調
整
手
当
） 

第
七
条
の
二　

新
た
に
採
用
さ
れ
た
職
員
で
あ
っ
て
、
採
用
の
日
に
お
い
て
、
当
該

職
員
の
給
料
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
十
二
を
乗

じ
、
そ
の
額
を
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
に
五
十
二
を
乗
じ
た
も
の
か
ら
箕
面

市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
箕
面
市
条
例
第
二
十

一
号
）
第
九
条
に
規
定
す
る
休
日
に
係
る
勤
務
時
間
数
を
減
じ
た
も
の
で
除
し
て

得
た
額
が
、
そ
の
在
勤
す
る
地
域
に
お
け
る
民
間
の
賃
金
の
最
低
基
準
を
考
慮
し

て
管
理
者
が
定
め
る
額
を
下
回
る
も
の
に
は
、
採
用
の
日
か
ら
管
理
者
が
定
め
る

日
ま
で
の
間
、
そ
の
差
額
を
初
任
給
調
整
手
当
と
し
て
支
給
す
る
。 

２　

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
以
外
の
職
員
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
初

任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
と
し
て
管
理
者
が
定
め
る
も
の
に
は
、
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
初
任
給
調
整

手
当
を
支
給
す
る
。 

　

第
十
一
条
第
一
項
中
「
（
平
成
七
年
箕
面
市
条
例
第
二
十
一
号
）
」
を
削
る
。 

附　

則 

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
提
案
理
由
） 

初
任
給
調
整
手
当
及
び
駐
車
場
等
の
利
用
に
係
る
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
定
を
整
備

す
る
た
め
、
本
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
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第
十
八
号
議
案 

市
立
学
校
屋
内
運
動
場
等
設
備
の
使
用
に
関
す
る
条
例
改
正
の
件　

 

市
立
学
校
屋
内
運
動
場
等
設
備
の
使
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
二
月
十
九
日
提
出 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

箕
面
市
長　

原　

田　

亮　

 

箕
面
市
条
例
第　
　
　

号 

市
立
学
校
屋
内
運
動
場
等
設
備
の
使
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正 

す
る
条
例 

市
立
学
校
屋
内
運
動
場
等
設
備
の
使
用
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
箕
面
市
条

例
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

　

（
設
備
） 

第
一
条
の
二　

設
備
は
、
屋
内
運
動
場
、
遊
戯
室
、
第
四
中
学
校
開
放
教
室
、
運
動
場

そ
の
他
の
設
備
と
す
る
。 

第
二
条
及
び
第
三
条
を
削
る
。 

第
四
条
本
文
中
「
教
育
委
員
会
」
を
「
箕
面
市
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員

会
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
条
と
す
る
。 

第
五
条
第
一
号
中
「
と
き
」
の
下
に
「
（
教
育
委
員
会
が
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認

め
た
と
き
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
を
第
三
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加

え
る
。 

（
使
用
料
） 

第
四
条　

屋
内
運
動
場
、
遊
戯
室
及
び
第
四
中
学
校
開
放
教
室
の
使
用
の
許
可
を
受
け

た
者
は
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
に
定
め
る
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 
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（
使
用
料
の
減
免
） 

第
五
条　

学
校
教
育
関
係
団
体
又
は
社
会
教
育
関
係
団
体
が
そ
の
目
的
の
た
め
使
用
す

る
と
き
そ
の
他
教
育
委
員
会
が
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
使
用
料
を

減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　

第
九
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
五
条
各
号
」
を
「
第
三
条
各
号
」
に
改
め
る
。 

　

第
十
条
中
「
第
五
条
第
五
号
」
を
「
第
三
条
第
五
号
」
に
改
め
る
。 

第
十
二
条
第
二
号
中
「
使
用
許
可
」
を
「
使
用
の
許
可
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中

「
使
用
許
可
」
を
「
使
用
の
許
可
」
に
、
「
願
い
出
て
」
を
「
申
し
出
て
」
に
、
「
事
由

あ
り
」
を
「
事
由
が
あ
る
」
に
改
め
る
。 

第
十
三
条
中
「
条
例
施
行
に
つ
い
て
」
を
「
条
例
の
施
行
に
関
し
」
に
改
め
、
「
こ

れ
を
」
を
削
る
。 

　

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
中
「
第
二
条
関
係
」
を
「
第
四
条
関
係
」
に
改
め
る
。 

附　

則 

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

 

  

（
提
案
理
由
） 

教
育
委
員
会
が
認
定
し
た
み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
を
実
施
す
る
み
の
お
地
域
ク
ラ

ブ
が
市
立
学
校
の
屋
内
運
動
場
等
設
備
を
使
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
本
条
例
を

改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
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第
十
九
号
議
案 

箕
面
市
立
総
合
運
動
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
改
正
の
件　
　
　

 
箕
面
市
立
総
合
運
動
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
二
月
十
九
日
提
出 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

箕
面
市
長　

原　

田　

亮　

 

箕
面
市
条
例
第　
　
　

号 

箕
面
市
立
総
合
運
動
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正　
　
　

 

す
る
条
例 

箕
面
市
立
総
合
運
動
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
元
年
箕
面
市
条
例
第

三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
の
う
ち
箕
面
市
立
総
合
運
動
場
条
例
（
平
成
十
七
年
箕
面
市
条
例
第
二
十
七

号
）
第
一
条
の
表
箕
面
市
立
第
二
総
合
運
動
場
の
部
市
民
プ
ー
ル
の
項
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
改
正
規
定
中
「
箕
面
市
粟
生
外
院
一
丁
目
一
番
」
を
「
箕
面
市
粟
生
外
院

一
丁
目
一
番
一
号
」
に
改
め
る
。 

附　

則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

     

（
提
案
理
由
） 

箕
面
市
立
第
二
総
合
運
動
場
の
市
民
温
水
プ
ー
ル
の
位
置
を
規
定
す
る
た
め
、
本
条

例
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
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第
二
十
号
議
案 

箕
面
市
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
条
例
改
正
の
件　

 
箕
面
市
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。 

令
和
八
年
二
月
十
九
日
提
出 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

箕
面
市
長　

原　

田　

亮 

箕
面
市
条
例
第　
　
　

号 

箕
面
市
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

箕
面
市
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
条
例
（
平
成
二
十
六
年
箕
面
市
条
例
第
四
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

目
次
中
「
第
三
章　

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
を

「
第
三
章　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準 

　

第
一
節　

こ
の
章
の
趣
旨
等
（
第
五
十
五
条
・
第
五
十
六
条
） 

　

第
二
節　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
運
営
に
関
す
る
基
準 

　
　

第
一
款　

利
用
定
員
に
関
す
る
基
準
（
第
五
十
七
条
） 

　
　

第
二
款　

運
営
に
関
す
る
基
準
（
第
五
十
八
条
―
第
八
十
六
条
） 

第
四
章　

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準　
　

」 

五
十
五
条
―
第
七
十
六
条
」
を
「
第
八
十
七
条
―
第
百
十
条
」
に
、
「
第
七
十
七
条
―
第
八
十

一
条
」
を
「
第
百
十
一
条
―
第
百
十
五
条
」
に
、
「
第
八
十
二
条
」
を
「
第
百
十
六
条
」
に
、

「
第
八
十
三
条
―
第
八
十
五
条
」
を
「
第
百
十
七
条
―
第
百
十
九
条
」
に
、
「
第
八
十
六
条
・

第
八
十
七
条
」
を
「
第
百
二
十
条
・
第
百
二
十
一
条
」
に
、
「
第
八
十
八
条
―
第
九
十
一
条
」

を
「
第
百
二
十
二
条
―
第
百
二
十
五
条
」
に
、
「
第
九
十
二
条
―
第
九
十
六
条
」
を
「
第
百
二

十
六
条
―
第
百
三
十
条
」
に
、
「
第
九
十
七
条
―
第
百
三
条
」
を
「
第
百
三
十
一
条
―
第
百
三

十
七
条
」
に
、
「
第
四
章
」
を
「
第
五
章
」
に
、
「
第
百
四
条
―
第
百
二
十
二
条
」
を

「
第
百
三
十
八
条
―
第
百
五
十
七
条
」
に
、
「
第
百
二
十
三
条
」
を
「
第
百
五
十
八

に
、
「
第
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条
」
に
、
「
第
百
二
十
四
条
―
第
百
二
十
七
条
」
を
「
第
百
五
十
九
条
―
第
百
六
十
三

条
」
に
、
「
第
百
二
十
八
条
・
第
百
二
十
九
条
」
を
「
第
百
六
十
四
条
・
第
百
六
十
五

条
」
に
、
「
第
五
章
」
を
「
第
六
章
」
に
、
「
第
百
三
十
条
―
第
百
五
十
三
条
」
を
「
第

百
六
十
六
条
―
第
百
八
十
九
条
」
に
、
「
第
六
章
」
を
「
第
七
章
」
に
、
「
第
百
五
十
四

条
―
第
百
五
十
六
条
」
を
「
第
百
九
十
条
―
第
百
九
十
二
条
」
に
、
「
第
七
章
」
を

「
第
八
章
」
に
、
「
第
百
五
十
七
条
」
を
「
第
百
九
十
三
条
」
に
改
め
る
。 

第
一
条
中
「
特
定
地
域
型
保
育
事
業
」
の
下
に
「
並
び
に
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事

業
」
を
加
え
る
。 

第
二
条
中
「
以
下
こ
の
章
」
の
下
に
「
及
び
次
章
」
を
加
え
る
。 

第
二
十
条
中
「
第
百
三
十
五
条
」
を
「
第
百
七
十
一
条
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
七
条
中
「
第
三
十
三
条
の
十
各
号
」
を
「
第
三
十
三
条
の
十
第
一
項
各
号

（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
で
あ
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
職
員
に
あ
っ
て
は
認

定
こ
ど
も
園
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
、
幼
稚
園
で
あ
る
特
定
教
育
・
保
育
施

設
の
職
員
に
あ
っ
て
は
学
校
教
育
法
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
認
定
こ

ど
も
園
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
）
」
に
改
め
る
。 

第
百
五
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
三
十
条
の
三
」
の
下
に
「
及
び
第
三
十

条
の
十
三
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
法
第
二
十
四
条
第
二
項
」
を
「
、
第
二

十
四
条
第
二
項
又
は
第
三
十
条
の
十
八
第
二
項
」
に
改
め
、
「
支
給
認
定
証
」
の
下
に

「
又
は
乳
児
等
支
援
支
給
認
定
証
」
を
加
え
、
同
条
を
第
百
九
十
三
条
と
す
る
。 

第
七
章
を
第
八
章
と
す
る
。 

第
六
章
中
第
百
五
十
六
条
を
第
百
九
十
二
条
と
し
、
第
百
五
十
五
条
を
第
百
九
十
一

条
と
す
る
。 

第
百
五
十
四
条
第
一
項
中
「
又
は
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
」
を
「
、
特
定
地
域
型

保
育
事
業
者
又
は
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
教

育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
の
承
諾
」
を
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
又
は
乳
児
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等
支
援
給
付
認
定
保
護
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
付
認
定
保
護
者
」
と
い

う
。
）
の
承
諾
」
に
、
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
」
を
「
給
付
認
定
保
護
者
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
」

を
「
給
付
認
定
保
護
者
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
九
十
条
と
す
る
。 

第
六
章
を
第
七
章
と
す
る
。 

第
五
章
中
第
百
五
十
三
条
を
第
百
八
十
九
条
と
し
、
第
百
三
十
条
か
ら
第
百
五
十
二

条
ま
で
を
三
十
六
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
章
を
第
六
章
と
す
る
。 

第
百
二
十
九
条
中
「
第
百
二
十
六
条
」
を
「
第
百
六
十
二
条
」
に
、
「
第
百
二
十
七

条
」
を
「
第
百
六
十
三
条
」
に
改
め
、
同
条
後
段
を
削
り
、
第
四
章
第
二
節
第
三
款
中

同
条
を
第
百
六
十
五
条
と
し
、
第
百
二
十
八
条
を
第
百
六
十
四
条
と
し
、
同
節
第
二
款

中
第
百
二
十
七
条
を
第
百
六
十
三
条
と
し
、
第
百
二
十
六
条
を
第
百
六
十
二
条
と
し
、

同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
設
備
及
び
職
員
の
基
準
の
特
例
） 

第
百
六
十
一
条　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
三
十
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
特

例
保
育
を
行
う
事
業
者
が
、
当
該
特
例
保
育
を
行
う
事
業
所
に
お
い
て
一
般
型
乳
児

等
通
園
支
援
事
業
を
行
う
場
合
に
は
、
前
二
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

　

第
百
二
十
五
条
を
第
百
六
十
条
と
し
、
第
百
二
十
四
条
を
第
百
五
十
九
条
と
す
る
。 

第
百
二
十
三
条
第
三
項
中
「
第
百
二
十
八
条
」
を
「
第
百
六
十
四
条
」
に
改
め
、

「
係
る
利
用
定
員
」
の
下
に
「
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
二
十
七
条
第
一
項
又
は

第
二
十
九
条
第
一
項
の
確
認
に
お
い
て
定
め
る
利
用
定
員
を
い
う
。
）
」
を
加
え
、
第
四

章
第
二
節
第
一
款
中
同
条
を
第
百
五
十
八
条
と
し
、
同
章
第
一
節
中
第
百
二
十
二
条
を

第
百
五
十
七
条
と
す
る
。 

第
百
二
十
一
条
第
一
項
中
「
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
」
を
「
乳
児
等
通
園
支
援
事

業
所
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
五
十
六
条
と
し
、
第
百
二
十
条
を
第
百
五
十
五
条
と
す

る
。 

－ 46 －



第
百
十
九
条
第
二
号
中
「
そ
の
」
を
削
り
、
同
条
第
六
号
中
「
乳
児
及
び
幼
児
の
区

分
ご
と
の
」
を
削
り
、
同
条
第
七
号
中
「
並
び
に
」
を
「
そ
の
他
の
」
に
改
め
、
同
条

を
第
百
五
十
四
条
と
し
、
第
百
十
八
条
を
第
百
五
十
三
条
と
し
、
第
百
十
七
条
を
第
百

五
十
二
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
） 

第
百
五
十
一
条　

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
法
第
三
十
四
条
の
十
六
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
八
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
対
象

性
暴
力
等
（
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴

力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
対

象
性
暴
力
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
防
止
し
、
及
び
児
童
対

象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
利
用
乳
幼
児
を
適
切
に
保
護
す
る
た
め
、
児
童
等

対
象
業
務
従
事
者
（
利
用
乳
幼
児
と
接
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
、
支
配
性
、

継
続
性
及
び
閉
鎖
性
の
あ
る
環
境
の
下
で
当
該
利
用
乳
幼
児
に
接
す
る
も
の
を
い

う
。
）
に
係
る
犯
罪
事
実
確
認
（
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪
事
実
確
認

を
い
う
。
）
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
百
十
六
条
中
「
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
」
を
「
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
」
に
、

「
第
三
十
三
条
の
十
各
号
」
を
「
第
三
十
三
条
の
十
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
を

第
百
五
十
条
と
し
、
第
百
十
五
条
を
第
百
四
十
九
条
と
し
、
第
百
十
四
条
を
第
百
四
十

八
条
と
す
る
。 

第
百
十
三
条
第
一
項
中
「
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
」
を
「
乳
児
等
通
園
支
援
事
業

所
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
四
十
七
条
と
す
る
。 

第
百
十
二
条
中
「
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
」
を
「
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
」
に

改
め
、
同
条
を
第
百
四
十
六
条
と
し
、
第
百
七
条
か
ら
第
百
十
一
条
ま
で
を
三
十
四
条

ず
つ
繰
り
下
げ
る
。 

第
百
六
条
第
一
項
中
「
第
百
五
十
五
条
」
を
「
第
百
九
十
一
条
」
に
改
め
、
同
条
を
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第
百
四
十
条
と
し
、
第
百
五
条
を
第
百
三
十
九
条
と
し
、
第
百
四
条
を
第
百
三
十
八
条

と
す
る
。 

第
四
章
を
第
五
章
と
す
る
。 

第
百
三
条
中
「
第
七
十
九
条
」
を
「
第
百
十
三
条
」
に
、
「
第
八
十
一
条
」
を
「
第

百
十
五
条
」
に
、
「
第
八
十
三
条
」
を
「
第
百
十
七
条
」
に
、
「
第
八
十
条
」
を
「
第
百

十
四
条
」
に
、
「
第
百
三
条
」
を
「
第
百
三
十
七
条
」
に
改
め
、
第
三
章
第
五
節
中
同

条
を
第
百
三
十
七
条
と
す
る
。 

第
百
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
第
七
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
百
五
条
第
一
項
」

に
改
め
、
同
条
を
第
百
三
十
六
条
と
す
る
。 

第
百
一
条
中
「
第
七
十
九
条
」
を
「
第
百
十
三
条
」
に
、
「
第
八
十
一
条
」
を
「
第

百
十
五
条
」
に
、
「
第
八
十
三
条
第
七
号
」
を
「
第
百
十
七
条
第
七
号
」
に
、
「
第
八
十

条
」
を
「
第
百
十
四
条
」
に
、
「
第
百
一
条
」
を
「
第
百
三
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条

を
第
百
三
十
五
条
と
す
る
。 

第
百
条
第
一
項
中
「
第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
九
十
三
条
第
一
項
第
一

号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
六
十
一
条
第
一
項
本
文
」
を
「
第
九
十
三
条
第
一

項
本
文
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
三
十
四
条
と
す
る
。 

第
九
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
第
七
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
百
五
条
第
一

項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
三
十
三
条
と
す
る
。 

第
九
十
八
条
中
「
第
百
条
」
を
「
第
百
三
十
四
条
」
に
、
「
第
百
一
条
」
を
「
第
百

三
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
三
十
二
条
と
し
、
第
九
十
七
条
を
第
百
三
十
一
条

と
す
る
。 

第
九
十
六
条
中
「
第
七
十
九
条
」
を
「
第
百
十
三
条
」
に
、
「
第
八
十
一
条
」
を

「
第
百
十
五
条
」
に
、
「
第
八
十
条
」
を
「
第
百
十
四
条
」
に
改
め
、
第
三
章
第
四
節

中
同
条
を
第
百
三
十
条
と
す
る
。 

第
九
十
五
条
中
「
第
九
十
二
条
第
一
号
」
を
「
第
百
二
十
六
条
第
一
号
」
に
改
め
、
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同
条
を
第
百
二
十
九
条
と
し
、
第
九
十
二
条
か
ら
第
九
十
四
条
ま
で
を
三
十
四
条
ず
つ

繰
り
下
げ
る
。 

第
九
十
一
条
中
「
第
七
十
九
条
」
を
「
第
百
十
三
条
」
に
、
「
第
八
十
一
条
」
を

「
第
百
十
五
条
」
に
、
「
第
八
十
条
」
を
「
第
百
十
四
条
」
に
、
「
第
九
十
一
条
」
を

「
第
百
二
十
五
条
」
に
改
め
、
第
三
章
第
三
節
第
四
款
中
同
条
を
第
百
二
十
五
条
と
し
、

第
九
十
条
を
第
百
二
十
四
条
と
す
る
。 

第
八
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
第
七
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
百
五
条
第
一

項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
二
十
三
条
と
す
る
。 

第
八
十
八
条
第
七
号
中
「
第
八
十
三
条
第
七
号
」
を
「
第
百
十
七
条
第
七
号
」
に
改

め
、
同
条
を
第
百
二
十
二
条
と
す
る
。 

第
八
十
七
条
中
「
第
七
十
九
条
」
を
「
第
百
十
三
条
」
に
、
「
第
八
十
一
条
」
を

「
第
百
十
五
条
」
に
、
「
第
八
十
三
条
」
を
「
第
百
十
七
条
」
に
、
「
第
八
十
条
」
を

「
第
百
十
四
条
」
に
、
「
第
八
十
七
条
」
を
「
第
百
二
十
一
条
」
に
改
め
、
第
三
章
第

三
節
第
三
款
中
同
条
を
第
百
二
十
一
条
と
す
る
。 

第
八
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
第
七
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
百
五
条
第
一

項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
二
十
条
と
す
る
。 

第
八
十
五
条
中
「
第
七
十
九
条
」
を
「
第
百
十
三
条
」
に
、
「
第
八
十
一
条
」
を

「
第
百
十
五
条
」
に
、
「
第
八
十
条
」
を
「
第
百
十
四
条
」
に
、
「
第
八
十
五
条
」
を

「
第
百
十
九
条
」
に
改
め
、
第
三
章
第
三
節
第
二
款
中
同
条
を
第
百
十
九
条
と
す
る
。 

第
八
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
第
七
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
百
五
条
第
一

項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
十
八
条
と
し
、
第
八
十
三
条
を
第
百
十
七
条
と
し
、
第
三

章
第
三
節
第
一
款
中
第
八
十
二
条
を
第
百
十
六
条
と
し
、
同
章
第
二
節
中
第
八
十
一
条

を
第
百
十
五
条
と
し
、
第
八
十
条
を
第
百
十
四
条
と
す
る
。 

第
七
十
九
条
中
「
第
八
十
一
条
」
を
「
第
百
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
十
三

条
と
す
る
。 
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第
七
十
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
七
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
百
五
条
第
一
項
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
保
育
士
（
」
の
下
に
「
法
第
十
八
条
の
二
十
九
に
規
定
す

る
地
域
限
定
保
育
士
及
び
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律

第
二
十
九
号
）
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

と
さ
れ
る
同
法
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
た

だ
し
書
中
「
第
八
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
百
二
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を

第
百
十
二
条
と
し
、
第
七
十
七
条
を
第
百
十
一
条
と
し
、
第
三
章
第
一
節
中
第
七
十
六

条
を
第
百
十
条
と
し
、
第
七
十
三
条
か
ら
第
七
十
五
条
ま
で
を
三
十
四
条
ず
つ
繰
り
下

げ
る
。 

第
七
十
二
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２　

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
健
康
診
断
又
は
健
康
診
査
（
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一

号
）
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
健
康
診
査
を
い
う
。
同

表
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
健
康
診
断
等
」
と
い
う
。
）
が
行

わ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
健
康
診
断
等
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
健

康
診
断
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
健

康
診
断
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
家

庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
健
康
診
断
等
の
結
果
を

把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

      

 乳
幼
児
に
対
す
る
健
康
診
査

児
童
相
談
所
等
に
お
け
る
乳
児
又
は
幼

児
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
乳
幼

児
」
と
い
う
。
）
の
利
用
開
始
前
の
健

康
診
断

 利
用
乳
幼
児
に
対
す
る
利
用
開
始
時
の

健
康
診
断
、
定
期
の
健
康
診
断
又
は
臨

時
の
健
康
診
断

利
用
乳
幼
児
に
対
す
る
利
用
開
始
時
の

健
康
診
断
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第
七
十
二
条
第
三
項
中
「
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
」
を
削
り
、
同
条
を

第
百
六
条
と
す
る
。 

第
七
十
一
条
第
二
項
第
四
号
中
「
第
七
十
七
条
」
を
「
第
百
十
一
条
」
に
、
「
第
七

十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
百
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
五
条
と
す
る
。 

第
七
十
条
第
一
項
中
「
第
六
十
五
条
」
を
「
第
九
十
九
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百

四
条
と
し
、
第
六
十
九
条
を
第
百
三
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
） 

第
百
二
条　

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
法
第
三
十
四
条
の
十
六
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
八
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
対
象
性
暴
力

等
（
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の

防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
第
二
条
第

二
項
に
規
定
す
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
防
止
し
、
及
び
児
童
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
利
用
乳
幼
児
を
適
切
に

保
護
す
る
た
め
、
児
童
等
対
象
業
務
従
事
者
（
利
用
乳
幼
児
と
接
す
る
業
務
に
従
事

す
る
者
の
う
ち
、
支
配
性
、
継
続
性
及
び
閉
鎖
性
の
あ
る
環
境
の
下
で
当
該
利
用
乳

幼
児
に
接
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
犯
罪
事
実
確
認
（
同
法
第
四
条
第
一
項
に

規
定
す
る
犯
罪
事
実
確
認
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

　

第
六
十
八
条
を
削
る
。 

第
六
十
七
条
中
「
第
三
十
三
条
の
十
各
号
」
を
「
第
三
十
三
条
の
十
第
一
項
各
号
」

に
改
め
、
同
条
を
第
百
一
条
と
し
、
第
六
十
三
条
か
ら
第
六
十
六
条
ま
で
を
三
十
四
条

ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
十
二
条
の
三
を
第
九
十
六
条
と
し
、
第
六
十
二
条
の
二
を
第
九

十
五
条
と
し
、
第
六
十
二
条
を
第
九
十
四
条
と
す
る
。 

第
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
九
十
七
条
」
を
「
第
百
三
十
一
条
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
第
八
十
二
条
」
を
「
第
百
十
六
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
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十
三
条
と
し
、
第
六
十
条
を
第
九
十
二
条
と
し
、
第
五
十
九
条
を
第
九
十
一
条
と
す
る
。 

第
五
十
八
条
第
一
項
中
「
第
百
五
十
五
条
」
を
「
第
百
九
十
一
条
」
に
改
め
、
同
条

を
第
九
十
条
と
し
、
第
五
十
七
条
を
第
八
十
九
条
と
す
る
。 

第
五
十
六
条
中
「
第
五
章
」
を
「
第
六
章
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
十
八
条
と
す
る
。 

第
五
十
五
条
中
「
第
五
章
」
を
「
第
六
章
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
十
七
条
と
す
る
。 

第
三
章
を
第
四
章
と
し
、
第
二
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。 

　
　
　

第
三
章　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準 

　
　
　
　

第
一
節　

こ
の
章
の
趣
旨
等 

　

（
こ
の
章
の
趣
旨
） 

第
五
十
五
条　

法
第
五
十
四
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
規

定
す
る
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
は
、
こ
の
章
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。 

　

（
一
般
原
則
） 

第
五
十
六
条　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
（
法
第
五
十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
特

定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
良
質

か
つ
適
切
で
あ
り
、
か
つ
、
子
ど
も
の
保
護
者
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
に
つ
い
て
適

切
に
配
慮
さ
れ
た
内
容
及
び
水
準
の
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
の
提
供
を
行
う
こ
と
に

よ
り
、
全
て
の
子
ど
も
が
健
や
か
に
成
長
す
る
た
め
に
適
切
な
環
境
が
等
し
く
確
保

さ
れ
る
こ
と
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
そ
の
提
供
す
る
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
を
利

用
す
る
支
給
対
象
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
（
法
第
三
十
条
の
十
四
に
規
定
す
る
支
給

対
象
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
意
思
及

び
人
格
を
尊
重
し
て
、
常
に
当
該
支
給
対
象
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
立
場
に
立
っ

て
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
を
提
供
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
地
域
及
び
家
庭
と
の
結
び
付
き
を
重
視
し
た
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運
営
を
行
い
、
都
道
府
県
、
本
市
及
び
そ
の
他
の
市
町
村
、
特
定
教
育
・
保
育
施
設

等
（
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
法
第
二
十
九

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

同
じ
。
）
、
他
の
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
、
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業

を
行
う
者
、
児
童
福
祉
施
設
そ
の
他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
者
と
の
密
接
な
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
そ
の
提
供
す
る
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
を
利

用
す
る
支
給
対
象
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防
止
等
の
た
め
、

責
任
者
を
設
置
す
る
等
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
特
定
乳
児
等
通
園

支
援
事
業
者
が
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
こ
の
章
に
お
い

て
「
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
」
と
い
う
。
）
の
職
員
に
対
し
、
研
修
の
実
施

そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
そ
の
社
会
的
責
任
に
鑑
み
、
暴
力
団
又
は
暴

力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
は
な
ら
な
い
。 

第
二
節　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
運
営
に
関
す
る
基
準 

第
一
款　

利
用
定
員
に
関
す
る
基
準 

第
五
十
七
条　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
一
時
間
当
た
り
の
利
用
定
員
（
法

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
確
認
に
お
い
て
定
め
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

２　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子
ど
も
（
法
第
三
十

条
の
十
六
に
規
定
す
る
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子
ど
も
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お

い
て
同
じ
。
）
が
当
該
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
が
提
供
す
る
特
定
乳
児
等
通

園
支
援
を
利
用
す
る
時
間
数
、
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
が
開
所
す
る
日
数
及

び
時
間
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
一
月
当
た
り
の
利
用
定
員
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。 
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第
二
款　

運
営
に
関
す
る
基
準 

（
面
談
） 

第
五
十
八
条　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子
ど
も
に

係
る
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
の
利
用
の
申
込
み
を
受
け
た
後
、
当
該
乳
児
等
支
援
給

付
認
定
子
ど
も
に
対
し
て
最
初
に
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と

き
に
、
当
該
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子
ど
も
及
び
そ
の
保
護
者
の
心
身
の
状
況
及
び

当
該
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子
ど
も
の
養
育
環
境
を
把
握
す
る
た
め
の
当
該
保
護
者

と
の
面
談
（
映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が

ら
す
る
通
話
を
含
む
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
前
項
の
面
談
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
第
七
十
三
条
に
規
定
す
る
運
営
規
程
の
概
要
、
職
員
の
勤
務
の
体
制
、
第

六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
が
支
払
を
受
け
る
費

用
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
提
供
す
る
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
に
関
す
る
重
要
事
項

を
記
載
し
た
文
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
第
一
項
の
面
談
に
お
い
て
、
前
項
の
重
要
事

項
を
説
明
し
、
当
該
申
込
み
に
係
る
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
の
提
供
に
つ
い
て
保
護

者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
正
当
な
理
由
の
な
い
提
供
拒
否
の
禁
止
） 

第
五
十
九
条　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
保
護
者

（
法
第
三
十
条
の
十
五
第
三
項
に
規
定
す
る
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
保
護
者
を
い
う
。

以
下
こ
の
章
及
び
第
百
九
十
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
利
用
の
申
込
み
を

受
け
た
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。 

（
あ
っ
せ
ん
及
び
要
請
に
対
す
る
協
力
） 

第
六
十
条　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
そ
の
提
供
す
る
特
定
乳
児
等
通
園
支

援
の
利
用
に
つ
い
て
法
第
五
十
四
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
四
条
第
一
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項
の
規
定
に
よ
り
本
市
及
び
そ
の
他
の
市
町
村
が
行
う
あ
っ
せ
ん
及
び
要
請
に
対
し
、

で
き
る
限
り
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
乳
児
等
支
援
支
給
認
定
証
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
確
認
） 

第
六
十
一
条　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子
ど
も
に

係
る
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
の
利
用
の
申
込
み
を
受
け
た
後
、
当
該
乳
児
等
支
援
給

付
認
定
子
ど
も
に
対
し
て
最
初
に
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
を
提
供
す
る
に
際
し
、
乳

児
等
支
援
給
付
認
定
保
護
者
か
ら
法
第
三
十
条
の
十
五
第
三
項
に
規
定
す
る
乳
児
等

支
援
支
給
認
定
証
の
提
示
を
受
け
た
と
き
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
規
則

第
二
十
八
条
の
二
十
四
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
の
申
請
に
係
る
援
助
） 

第
六
十
二
条　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
法
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
の
認

定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い

な
い
保
護
者
か
ら
利
用
の
申
込
み
が
あ
っ
た
場
合
は
、
当
該
保
護
者
の
意
思
を
踏
ま

え
て
速
や
か
に
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
の
申
請
が
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
援
助
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
心
身
の
状
況
等
の
把
握
） 

第
六
十
三
条　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
の
提
供
に

当
た
っ
て
は
、
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子
ど
も
及
び
そ
の
保
護
者
の
心
身
の
状
況
、

当
該
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子
ど
も
の
養
育
環
境
、
他
の
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事

業
者
が
提
供
す
る
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
の
利
用
状
況
そ
の
他
の
教
育
・
保
育
等

（
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
育
・
保
育
等
を
い
う
。
）
の
利
用
の
状
況

の
把
握
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
と
の
連
携
） 

第
六
十
四
条　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
に
お
い

て
継
続
的
に
提
供
さ
れ
る
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
教
育
・
保
育
及
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び
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
地
域
型
保
育
と
の
円
滑
な
接
続
に
資
す

る
よ
う
、
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子
ど
も
に
係
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
特
定
教
育
・

保
育
施
設
等
と
の
密
接
な
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
の
提
供
の
記
録
） 

第
六
十
五
条　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
を
提
供
し

た
際
は
、
提
供
し
た
日
時
、
時
間
、
内
容
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
録
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
支
払
） 

第
六
十
六
条　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
法
定
代
理
受
領
（
法
第
三
十
条
の

二
十
第
五
項
（
法
第
三
十
条
の
二
十
一
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
本
市
が
支
払
う
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
に
要
し
た
費
用
の
額

の
一
部
を
、
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
保
護
者
に
代
わ
り
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業

者
が
受
領
す
る
こ
と
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
な
い
と
き
は
、
乳

児
等
支
援
給
付
認
定
保
護
者
か
ら
、
当
該
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
に
係
る
特
定
乳
児

等
通
園
支
援
費
用
基
準
額
（
法
第
三
十
条
の
二
十
第
三
項
に
規
定
す
る
額
を
い
う
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
払
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。 

２　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
前
項
の
支
払
を
受
け
る
額
の
ほ
か
、
特
定
乳

児
等
通
園
支
援
の
提
供
に
当
た
っ
て
、
当
該
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
の
質
の
確
保
及

び
向
上
を
図
る
上
で
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
対
価
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
乳
児

等
通
園
支
援
に
要
す
る
費
用
と
し
て
見
込
ま
れ
る
も
の
の
額
と
特
定
乳
児
等
通
園
支

援
費
用
基
準
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
金
額
の
範
囲
内
で
設
定
す
る
額
の
支
払
を
乳

児
等
支
援
給
付
認
定
保
護
者
か
ら
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
前
二
項
の
支
払
を
受
け
る
額
の
ほ
か
、
特
定

乳
児
等
通
園
支
援
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
便
宜
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
次
に
掲
げ

る
費
用
の
額
の
支
払
を
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
保
護
者
か
ら
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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一　

日
用
品
、
文
房
具
そ
の
他
の
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
に
必
要
な
物
品
の
購
入
に

要
す
る
費
用 

二　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
に
係
る
行
事
へ
の
参
加
に
要
す
る
費
用 

三　

食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用 

四　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
通
う
際
に
提
供
さ
れ
る
便
宜
に
要
す
る
費
用 

五　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
に
お
い
て
提
供
さ
れ

る
便
宜
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
の
利
用
に
お
い
て
通
常

必
要
と
さ
れ
る
も
の
に
係
る
費
用
で
あ
っ
て
、
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
保
護
者
に

負
担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の 

４　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
前
三
項
の
費
用
の
額
の
支
払
を
受
け
た
場
合

は
、
当
該
費
用
の
額
を
支
払
っ
た
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
保
護
者
に
対
し
、
当
該
費

用
に
係
る
領
収
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
第
二
項
及
び
第
三
項
の
金
銭
の
支
払
を
求
め

る
際
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
金
銭
の
使
途
及
び
額
並
び
に
乳
児
等
支
援
給
付
認
定

保
護
者
に
金
銭
の
支
払
を
求
め
る
理
由
に
つ
い
て
書
面
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
と

と
も
に
、
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
保
護
者
に
対
し
て
説
明
を
行
い
、
文
書
に
よ
る
同

意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
金
銭
の
支
払
に
係

る
同
意
に
つ
い
て
は
、
文
書
に
よ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

（
乳
児
等
支
援
給
付
費
の
額
に
係
る
通
知
等
） 

第
六
十
七
条　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
法
定
代
理
受
領
に
よ
り
特
定
乳
児

等
通
園
支
援
に
係
る
乳
児
等
支
援
給
付
費
の
支
給
を
受
け
た
場
合
は
、
乳
児
等
支
援

給
付
認
定
保
護
者
に
対
し
、
当
該
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
保
護
者
に
係
る
乳
児
等
支

援
給
付
費
の
額
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
法
定
代
理
受
領
を
行
わ
な
い
特
定
乳
児
等
通

園
支
援
に
係
る
費
用
の
額
の
支
払
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
提
供
し
た
特
定
乳
児
等
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通
園
支
援
の
内
容
、
利
用
時
間
、
費
用
の
額
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
を
記

載
し
た
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
提
供
証
明
書
を
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
保
護
者
に
対

し
て
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
の
取
扱
方
針
） 

第
六
十
八
条　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
保
育
所
に
お
け
る
保
育
の
内
容
に
つ

い
て
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
指
針
に
準
じ
、
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
（
児
童
福
祉

法
第
六
条
の
三
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
い
う
。
）
の
特

性
に
留
意
し
て
、
支
給
対
象
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
及
び
そ
の
保
護
者
の
心
身
の
状

況
等
に
応
じ
て
、
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
の
提
供
を
適
切
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

（
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
に
関
す
る
評
価
等
） 

第
六
十
九
条　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
自
ら
そ
の
提
供
す
る
特
定
乳
児
等

通
園
支
援
の
質
の
評
価
を
行
い
、
常
に
そ
の
改
善
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
定
期
的
に
外
部
の
者
に
よ
る
評
価
を
受
け
て
、

そ
の
結
果
を
公
表
し
、
常
に
そ
の
改
善
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
相
談
及
び
援
助
） 

第
七
十
条　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
常
に
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子
ど
も

及
び
そ
の
保
護
者
の
心
身
の
状
況
並
び
に
当
該
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子
ど
も
の
養

育
環
境
の
的
確
な
把
握
に
努
め
、
当
該
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子
ど
も
及
び
そ
の
保

護
者
か
ら
の
相
談
に
適
切
に
応
じ
る
と
と
も
に
、
必
要
な
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
緊
急
時
等
の
対
応
） 

第
七
十
一
条　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の
職
員
は
、
現
に
特
定
乳
児
等
通
園
支

援
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
と
き
に
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子
ど
も
に
体
調
の
急
変
が
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生
じ
た
場
合
そ
の
他
必
要
な
場
合
は
、
速
や
か
に
当
該
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子
ど

も
の
保
護
者
又
は
医
療
機
関
へ
の
連
絡
を
行
う
等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
保
護
者
に
関
す
る
市
長
へ
の
通
知
） 

第
七
十
二
条　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
を
受
け
て

い
る
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子
ど
も
に
係
る
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
保
護
者
が
偽
り

そ
の
他
不
正
な
行
為
に
よ
っ
て
乳
児
等
支
援
給
付
費
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ

う
と
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
意
見
を
付
し
て
そ
の
旨
を
市
長
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

（
運
営
規
程
） 

第
七
十
三
条　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い

て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
目
的
及
び
運
営
の
方
針 

二　

提
供
す
る
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
の
内
容 

三　

職
員
の
職
種
、
員
数
及
び
職
務
の
内
容 

四　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
の
提
供
を
行
う
日
及
び
時
間
並
び
に
提
供
を
行
わ
な
い

日 

五　

第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
保
護
者
か
ら
支
払
を
受
け

る
費
用
の
種
類
、
支
払
を
求
め
る
理
由
及
び
そ
の
額 

六　

第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
一
時
間
当
た
り
の
利
用
定
員 

七　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
利
用
の
開
始
及
び
終
了
に
関
す
る
事
項
そ
の
他

の
利
用
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項 

八　

緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法 

九　

非
常
災
害
対
策 

十　

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項 
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十
一　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
運
営
に
関

す
る
重
要
事
項 

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
） 

第
七
十
四
条　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子
ど
も
に

対
し
、
適
切
な
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
特
定
乳

児
等
通
園
支
援
事
業
所
ご
と
に
職
員
の
勤
務
の
体
制
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
ご
と
に
、
当

該
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の
職
員
に
よ
っ
て
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
を
提
供

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
の
提
供
に
直
接
影
響
を

及
ぼ
さ
な
い
業
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の
職
員
の
資

質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
利
用
定
員
の
遵
守
） 

第
七
十
五
条　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
定
め
る
一
時
間
当
た
り
の
利
用
定
員
を
超
え
て
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
の
提
供
を

行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

（
掲
示
等
） 

第
七
十
六
条　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の

見
や
す
い
場
所
に
、
第
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
運
営
規
程
の
概
要
、

職
員
の
勤
務
の
体
制
、
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
保
護
者

か
ら
支
払
を
受
け
る
費
用
の
額
そ
の
他
の
利
用
の
申
込
み
を
し
た
者
の
特
定
乳
児
等

通
園
支
援
事
業
所
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
を
掲
示
す
る
と
と
も

に
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
公
衆
に
よ
っ
て
直
接
受
信

さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応
じ
自
動
的
に
送
信
を
行
う
こ
と
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を
い
い
、
放
送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧

に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子
ど
も
を
平
等
に
取
り
扱
う
原
則
） 

第
七
十
七
条　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
お
い
て
は
、
乳
児
等
支
援
給
付
認
定

子
ど
も
の
国
籍
、
信
条
、
社
会
的
身
分
又
は
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
支
払
の
状

況
に
よ
っ
て
、
差
別
的
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
虐
待
等
の
禁
止
） 

第
七
十
八
条　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の
職
員
は
、
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子

ど
も
に
対
し
、
児
童
福
祉
法
第
三
十
三
条
の
十
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他

当
該
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子
ど
も
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て

は
な
ら
な
い
。 

（
秘
密
保
持
等
） 

第
七
十
九
条　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の
職
員
及
び
管
理
者
は
、
正
当
な
理
由

が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子
ど
も
又
は
そ
の
家
族
の

秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の
職
員
で

あ
っ
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
乳
児
等
支
援
給
付
認

定
子
ど
も
又
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
、
他
の
特
定
乳
児

等
通
園
支
援
事
業
者
、
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
を
行
う
者
そ
の
他
の
機
関

に
対
し
て
、
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子
ど
も
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
際
に
は
、

あ
ら
か
じ
め
文
書
に
よ
り
当
該
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子
ど
も
に
係
る
乳
児
等
支
援

給
付
認
定
保
護
者
の
同
意
を
得
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
情
報
の
提
供
等
） 
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第
八
十
条　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
そ
の
提
供
す
る
特
定
乳
児
等
通
園
支

援
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子
ど
も
に
係
る
乳
児
等
支
援
給
付

認
定
保
護
者
が
、
そ
の
希
望
を
踏
ま
え
て
適
切
に
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
を

選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
そ
の
提
供
す
る
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
の
内
容

に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
当
該
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
に
つ
い

て
広
告
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
内
容
を
虚
偽
の
も
の
又
は
誇
大
な
も
の
と
し

て
は
な
ら
な
い
。 

（
利
益
供
与
等
の
禁
止
） 

第
八
十
一
条　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
利
用
者
支
援
事
業
（
法
第
五
十
九

条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
業
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事

業
を
行
う
者
（
次
項
に
お
い
て
「
利
用
者
支
援
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
、
教
育
・
保

育
施
設
、
地
域
型
保
育
事
業
者
（
地
域
型
保
育
を
行
う
事
業
者
を
い
う
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
（
乳
児
等
通
園
支
援
を
行
う
事

業
者
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
そ
の
職
員
に
対
し
、
支
給
対
象
小
学

校
就
学
前
子
ど
も
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
て
当
該
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
を

紹
介
す
る
こ
と
の
対
償
と
し
て
、
金
品
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
を
供
与
し
て
は
な

ら
な
い
。 

２　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
利
用
者
支
援
事
業
者
等
、
教
育
・
保
育
施
設
、

地
域
型
保
育
事
業
者
若
し
く
は
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
又
は
そ
の
職
員
か
ら
、
支

給
対
象
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
又
は
そ
の
家
族
を
紹
介
す
る
こ
と
の
対
償
と
し
て
、

金
品
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
を
収
受
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
苦
情
解
決
） 

第
八
十
二
条　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
そ
の
提
供
し
た
特
定
乳
児
等
通
園

支
援
に
関
す
る
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子
ど
も
又
は
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
保
護
者
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そ
の
他
の
当
該
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子
ど
も
の
家
族
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子
ど
も
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
の
苦
情
に
迅
速
か
つ
適
切

に
対
応
す
る
た
め
に
、
苦
情
を
受
け
付
け
る
た
め
の
窓
口
の
設
置
そ
の
他
の
必
要
な

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
前
項
の
苦
情
を
受
け
付
け
た
場
合
に
は
、
当

該
苦
情
の
内
容
そ
の
他
の
事
項
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
そ
の
提
供
し
た
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
に
関

す
る
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子
ど
も
等
か
ら
の
苦
情
に
関
し
て
本
市
が
実
施
す
る
事

業
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
そ
の
提
供
し
た
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
に
関

し
、
法
第
三
十
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

本
市
が
行
う
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
の
命

令
又
は
本
市
の
職
員
か
ら
の
質
問
若
し
く
は
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の
設
備

若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
検
査
に
応
じ
、
及
び
乳
児
等
支
援
給
付
認
定

子
ど
も
等
か
ら
の
苦
情
に
関
し
て
本
市
が
行
う
調
査
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
本
市

か
ら
指
導
又
は
助
言
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
指
導
又
は
助
言
に
従
っ
て
必
要
な
改

善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
本
市
か
ら
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
前

項
の
改
善
の
内
容
を
本
市
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
地
域
と
の
連
携
等
） 

第
八
十
三
条　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
そ
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
地
域

住
民
又
は
そ
の
自
発
的
な
活
動
等
と
の
連
携
及
び
協
力
を
行
う
等
の
地
域
と
の
交
流

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
事
故
発
生
の
防
止
及
び
発
生
時
の
対
応
） 

第
八
十
四
条　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
事
故
の
発
生
又
は
そ
の
再
発
を
防
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止
す
る
た
め
、
次
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一　

事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
、
次
号
に
規
定
す
る
報
告
の
方
法
等
が
記
載
さ

れ
た
事
故
発
生
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。 

二　

事
故
が
発
生
し
た
場
合
又
は
そ
れ
に
至
る
危
険
性
が
あ
る
事
態
が
生
じ
た
場
合

に
、
当
該
事
実
が
報
告
さ
れ
、
そ
の
分
析
を
通
じ
た
改
善
策
を
職
員
に
周
知
徹
底

す
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。 

三　

事
故
発
生
の
防
止
の
た
め
の
委
員
会
及
び
職
員
に
対
す
る
研
修
を
定
期
的
に
行

う
こ
と
。 

２　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子
ど
も
に
対
す
る
特

定
乳
児
等
通
園
支
援
の
提
供
に
よ
り
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
、
本
市
、

当
該
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子
ど
も
の
家
族
等
に
連
絡
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
な

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
前
項
の
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て

採
っ
た
処
置
に
つ
い
て
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子
ど
も
に
対
す
る
特

定
乳
児
等
通
園
支
援
の
提
供
に
よ
り
賠
償
す
べ
き
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、
損
害

賠
償
を
速
や
か
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
会
計
の
区
分
） 

第
八
十
五
条　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
会

計
を
そ
の
他
の
事
業
の
会
計
と
区
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
記
録
の
整
備
等
） 

第
八
十
六
条　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の

職
員
、
設
備
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録
を
整
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子
ど
も
に
対
す
る
特

定
乳
児
等
通
園
支
援
の
提
供
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
記
録
等
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
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の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一　

第
六
十
八
条
に
定
め
る
も
の
に
基
づ
く
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
の
提
供
に
当

た
っ
て
の
計
画 

二　

第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
の
提
供
の
記
録 

三　

第
七
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
市
長
へ
の
通
知
に
係
る
記
録 

四　

第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録 

五　

第
八
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た

処
置
に
つ
い
て
の
記
録 

附
則
第
十
一
項
中
「
第
百
四
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
百
七
十
七
条
第
二
項
」
に
改

め
る
。 

附
則
第
十
九
項
中
「
第
八
十
四
条
第
二
項
各
号
」
を
「
第
百
十
八
条
第
二
項
各
号
」

に
、
「
第
九
十
九
条
第
二
項
各
号
」
を
「
第
百
三
十
三
条
第
二
項
各
号
」
に
、
「
第
八
十

四
条
第
二
項
」
を
「
第
百
十
八
条
第
二
項
」
に
、
「
第
九
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
百

三
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
二
十
項
中
「
第
八
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
百
十
八
条
第
二
項
」
に
、
「
第

九
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
百
三
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
二
十
一
項
中
「
第
八
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
百
十
八
条
第
二
項
」
に
、

「
第
九
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
百
三
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
二
十
二
項
中
「
第
八
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第
百
十
八
条
第
三
項
」
に
、

「
第
九
十
九
条
第
三
項
」
を
「
第
百
三
十
三
条
第
三
項
」
に
、
「
第
八
十
四
条
第
二

項
」
を
「
第
百
十
八
条
第
二
項
」
に
、
「
第
九
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
百
三
十
三
条

第
二
項
」
に
改
め
る
。 

附　

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
百
五
十
二
条
の

前
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
第
百
三
条
の
前
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
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同
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。 

                   

（
提
案
理
由
） 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
改
正
に
伴
い
、

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
、
及
び
家
庭
的
保
育
事
業

等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
一
号
）

等
の
改
正
に
伴
い
、
関
係
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
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第
二
十
一
号
議
案 

箕
面
市
生
涯
学
習
審
議
会
条
例
改
正
の
件 

箕
面
市
生
涯
学
習
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
二
月
十
九
日
提
出 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

箕
面
市
長　

原　

田　

亮　

 

箕
面
市
条
例
第　
　
　

号 

箕
面
市
生
涯
学
習
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

箕
面
市
生
涯
学
習
審
議
会
条
例
（
平
成
二
十
九
年
箕
面
市
条
例
第
二
十
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
所
掌
事
務
） 

第
二
条　

審
議
会
は
、
市
長
又
は
箕
面
市
教
育
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い

う
。
）
の
諮
問
に
応
じ
、
生
涯
学
習
に
資
す
る
た
め
の
施
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関

す
る
事
項
及
び
社
会
教
育
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
十
三
条
に
規

定
す
る
社
会
教
育
に
係
る
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
し
、
そ
の
意

見
を
答
申
す
る
も
の
と
す
る
。 

２　

審
議
会
は
、
社
会
教
育
法
第
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
も
の
と

す
る
。 

３　

審
議
会
は
、
生
涯
学
習
の
振
興
に
関
し
、
市
長
又
は
委
員
会
に
意
見
を
申
し
出
る

こ
と
が
で
き
る
。 

第
三
条
中
「
十
人
」
を
「
十
四
人
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
中
「
か
ら
」
の
下
に
「
、
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
て
」
を
加
え
、
同
条
第
二

号
中
「
社
会
教
育
」
を
「
生
涯
学
習
又
は
社
会
教
育
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。 

三　

家
庭
教
育
の
向
上
に
資
す
る
活
動
を
行
う
者 
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附　

則 
（
施
行
期
日
） 

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　

（
委
員
の
任
期
の
特
例
） 

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
任
命
す
る
箕

面
市
生
涯
学
習
審
議
会
の
委
員
の
任
期
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
第
五
条
第

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
日
ま
で
と
す
る
。 

（
箕
面
市
社
会
教
育
委
員
に
関
す
る
条
例
の
廃
止
） 

３　

箕
面
市
社
会
教
育
委
員
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
箕
面
市
条
例
第
十
二

号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

（
箕
面
市
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
改
正
） 

４　

箕
面
市
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
箕
面
市
条
例
第
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　
　

第
六
条
第
二
項
中
「
六
十
二
の
項
」
を
「
六
十
一
の
項
」
に
、
「
六
十
三
の
項
」

を
「
六
十
二
の
項
」
に
改
め
る
。 

別
表
中
五
十
八
の
項
を
削
り
、
五
十
九
の
項
を
五
十
八
の
項
と
し
、
六
十
の
項
か

ら
六
十
三
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

　

 

    

（
提
案
理
由
） 

箕
面
市
生
涯
学
習
審
議
会
に
箕
面
市
社
会
教
育
委
員
の
役
割
を
統
合
し
、
生
涯
学
習

の
一
層
の
推
進
及
び
事
務
の
効
率
化
を
図
る
た
め
、
本
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
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第
二
十
二
号
議
案 

箕
面
市
立
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
条
例
改
正
の
件 

箕
面
市
立
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。 

令
和
八
年
二
月
十
九
日
提
出 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

箕
面
市
長　

原　

田　

亮 

箕
面
市
条
例
第　
　
　

号 

箕
面
市
立
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

箕
面
市
立
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
条
例
（
令
和
三
年
箕
面
市
条
例
第
三
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
一
項
の
表
箕
面
市
立
せ
い
な
ん
こ
ど
も
園
の
項
中
「
箕
面
市
瀬
川
三
丁
目

二
番
三
号
」
を
「
箕
面
市
桜
ケ
丘
三
丁
目
一
二
番
五
号
」
に
改
め
、
同
表
箕
面
市
立
と

よ
か
わ
こ
ど
も
園
の
項
中
「
箕
面
市
小
野
原
東
四
丁
目
二
七
番
四
三
号
」
を
「
箕
面
市

粟
生
外
院
五
丁
目
二
番
一
号
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
一
項
第
一
号
中
「
及
び
附
則
第
三
項
」
を
「
、
附
則
第
三
項
及
び
第
四
項
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
及
び
箕
面
市
立
と
よ
か
わ
こ
ど
も
園
の
項
の
規
定
並
び
に

附
則
第
十
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
、
第
十
五
項
、
第
十
七
項
及
び
第
十
九
項
」
を
「
の

規
定
及
び
附
則
第
十
一
項
か
ら
第
十
七
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。 三　

第
二
条
第
一
項
の
表
箕
面
市
立
と
よ
か
わ
こ
ど
も
園
の
項
の
規
定
並
び
に
附
則

第
十
八
項
か
ら
第
二
十
三
項
ま
で
、
第
二
十
五
項
、
第
二
十
七
項
及
び
第
二
十
九

項
の
規
定　

令
和
十
年
四
月
一
日 

附
則
第
三
項
中
「
及
び
箕
面
市
立
と
よ
か
わ
こ
ど
も
園
」
を
削
る
。 

　

附
則
中
第
十
九
項
を
第
二
十
九
項
と
し
、
第
十
四
項
か
ら
第
十
八
項
ま
で
を
十
項
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
十
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
を
削
る
。 
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附
則
第
十
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

　

三　

箕
面
市
立
保
育
所
・
幼
稚
園
民
営
化
法
人
選
定
委
員
会
条
例 

附
則
中
第
十
項
を
第
十
八
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
五
項
を
加
え
る
。 

（
箕
面
市
立
保
育
所
条
例
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
） 

　

第
三
号
施
行
日
前
に
前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
箕
面
市
立
保
育
所

19
条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
箕
面
市
立
東
保
育
所
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
東

保
育
所
」
と
い
う
。
）
が
提
供
し
た
保
育
に
係
る
保
育
料
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。 

　

第
三
号
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
、
現
に
東
保
育
所
に
在
籍
し
て
い
る
乳
児
又
は

20
幼
児
の
保
護
者
は
、
別
段
の
申
出
が
な
い
限
り
、
第
三
号
施
行
日
に
お
い
て
、
箕
面

市
立
と
よ
か
わ
こ
ど
も
園
に
係
る
入
園
の
承
諾
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、

第
三
号
施
行
日
に
お
い
て
第
四
条
の
入
園
資
格
を
有
し
な
い
場
合
そ
の
他
入
園
の
承

諾
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
市
長
が
認
め
る
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。 

　

（
箕
面
市
立
幼
稚
園
条
例
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
） 

　

第
三
号
施
行
日
前
に
附
則
第
十
八
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
箕
面
市

21
立
幼
稚
園
条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
箕
面
市
立
と
よ
か
わ
み
な
み
幼
稚
園

（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
と
よ
か
わ
み
な
み
幼
稚
園
」
と
い
う
。
）
が
提
供
し
た
教
育

に
係
る
保
育
料
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

　

第
三
号
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
、
現
に
と
よ
か
わ
み
な
み
幼
稚
園
に
在
籍
し
て

22
い
る
幼
児
の
保
護
者
は
、
別
段
の
申
出
が
な
い
限
り
、
第
三
号
施
行
日
に
お
い
て
、

箕
面
市
立
と
よ
か
わ
こ
ど
も
園
に
係
る
入
園
の
承
諾
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。
た

だ
し
、
第
三
号
施
行
日
に
お
い
て
第
四
条
の
入
園
資
格
を
有
し
な
い
場
合
そ
の
他
入

園
の
承
諾
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
市
長
が
認
め
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 
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（
箕
面
市
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
改
正
） 

　

箕
面
市
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
箕
面
市
条
例
第
十
号
）
の
一

23
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　
　

第
六
条
第
二
項
中
「
六
十
一
の
項
」
を
「
五
十
九
の
項
」
に
、「
六
十
二
の
項
」
を

「
六
十
の
項
」
に
改
め
る
。 

別
表
中
五
十
八
の
項
及
び
五
十
九
の
項
を
削
り
、
六
十
の
項
を
五
十
八
の
項
と
し
、

六
十
一
の
項
を
五
十
九
の
項
と
し
、
六
十
二
の
項
を
六
十
の
項
と
す
る
。 

　

附
則
中
第
九
項
を
第
十
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
七
項
を
加
え
る
。 

（
箕
面
市
立
保
育
所
条
例
の
一
部
改
正
） 

　

箕
面
市
立
保
育
所
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

11

第
二
条
第
一
項
の
表
箕
面
市
立
桜
ケ
丘
保
育
所
の
項
を
削
る
。 

（
箕
面
市
立
保
育
所
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

　

第
二
号
施
行
日
前
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
箕
面
市
立
保
育
所
条
例
第

12
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
箕
面
市
立
桜
ケ
丘
保
育
所
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
桜
ケ

丘
保
育
所
」
と
い
う
。
）
が
提
供
し
た
保
育
に
係
る
保
育
料
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。 

　

第
二
号
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
、
現
に
桜
ケ
丘
保
育
所
に
在
籍
し
て
い
る
乳
児

13
又
は
幼
児
の
保
護
者
は
、
別
段
の
申
出
が
な
い
限
り
、
第
二
号
施
行
日
に
お
い
て
、

箕
面
市
立
せ
い
な
ん
こ
ど
も
園
に
係
る
入
園
の
承
諾
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。
た

だ
し
、
第
二
号
施
行
日
に
お
い
て
第
四
条
の
入
園
資
格
を
有
し
な
い
場
合
そ
の
他
入

園
の
承
諾
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
市
長
が
認
め
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
箕
面
市
立
幼
稚
園
条
例
の
一
部
改
正
） 

　

箕
面
市
立
幼
稚
園
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

14

第
二
条
第
一
項
の
表
箕
面
市
立
せ
い
な
ん
幼
稚
園
の
項
を
削
る
。 
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（
箕
面
市
立
幼
稚
園
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

　

第
二
号
施
行
日
前
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
箕
面
市
立
幼
稚
園
条
例
第

15
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
箕
面
市
立
せ
い
な
ん
幼
稚
園
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
せ

い
な
ん
幼
稚
園
」
と
い
う
。
）
が
提
供
し
た
教
育
に
係
る
保
育
料
等
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

　

第
二
号
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
、
現
に
せ
い
な
ん
幼
稚
園
に
在
籍
し
て
い
る
幼

16
児
の
保
護
者
は
、
別
段
の
申
出
が
な
い
限
り
、
第
二
号
施
行
日
に
お
い
て
、
箕
面
市

立
せ
い
な
ん
こ
ど
も
園
に
係
る
入
園
の
承
諾
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、

第
二
号
施
行
日
に
お
い
て
第
四
条
の
入
園
資
格
を
有
し
な
い
場
合
そ
の
他
入
園
の
承

諾
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
市
長
が
認
め
る
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。 

（
箕
面
市
立
保
育
所
・
幼
稚
園
民
営
化
法
人
選
定
委
員
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

　

箕
面
市
立
保
育
所
・
幼
稚
園
民
営
化
法
人
選
定
委
員
会
条
例
（
平
成
二
十
五
年
箕

17
面
市
条
例
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
一
号
中
「
箕
面
市
立
桜
ケ
丘
保
育
所
及
び
」
を
削
る
。 

附
則
中
第
八
項
を
第
九
項
と
し
、
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４　

箕
面
市
立
と
よ
か
わ
こ
ど
も
園
に
係
る
入
園
の
承
諾
そ
の
他
必
要
な
手
続
は
、
附

則
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
「
第
三
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）

前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

附　

則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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（
提
案
理
由
） 

箕
面
市
立
せ
い
な
ん
こ
ど
も
園
及
び
箕
面
市
立
と
よ
か
わ
こ
ど
も
園
の
位
置
及
び
箕

面
市
立
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
条
例
の
施
行
期
日
を
変
更
す
る
た
め
、
本
条
例
を

改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
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第
二
十
三
号
議
案 

　
　
　

箕
面
市
国
民
健
康
保
険
条
例
改
正
の
件 

箕
面
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

　
　

令
和
八
年
二
月
十
九
日
提
出 

箕
面
市
長　

原　

田　

亮　

 

箕
面
市
条
例
第　
　
　

号 

箕
面
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

箕
面
市
国
民
健
康
保
険
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
箕
面
市
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
七
条
第
二
項
中
「
及
び
第
九
条
第
五
項
」
を
削
る
。 

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
九
条　

削
除 

第
十
一
条
の
二
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
十
一
条
の
二　

保
険
料
の
賦
課
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

一　

世
帯
主
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
基
礎
賦
課
額
（
国
民
健

康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
。
以
下
「
令
」
と
い

う
。
）
第
二
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
礎
賦
課
額
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
） 

二　

世
帯
主
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
後
期
高
齢
者
支
援
金
等

賦
課
額
（
令
第
二
十
九
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金

等
賦
課
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

三　

世
帯
主
の
世
帯
に
属
す
る
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
（
令
第
二
十
九
条
の
七

第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
つ
き
算
定
し
た
介
護
納
付
金
賦
課
額
（
令
第
二
十
九
条
の
七
第
一
項
第
三
号
に

規
定
す
る
介
護
納
付
金
賦
課
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 
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四　

世
帯
主
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

納
付
金
賦
課
額
（
令
第
二
十
九
条
の
七
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

第
十
一
条
の
三
第
一
号
ロ
中
「
、
高
齢
者
医
療
確
保
法
」
を
「
及
び
高
齢
者
医
療
確

保
法
」
に
、
「
及
び
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
介
護
納
付
金
」
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
並

び
に
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る

納
付
金
（
以
下
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
号
ヘ
及

び
同
条
第
二
号
ロ
中
「
、
病
床
転
換
支
援
金
等
及
び
介
護
納
付
金
」
を
「
及
び
病
床
転

換
支
援
金
等
、
介
護
納
付
金
並
び
に
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
」
に
改
め
る
。 

第
十
四
条
の
五
の
五
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
世
帯
」
を
「
特
定

世
帯
又
は
特
定
継
続
世
帯
」
に
改
め
る
。 

第
十
四
条
の
十
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。 

　

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
総
額
） 

第
十
四
条
の
十
一　

保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額

（
第
十
九
条
、
第
十
九
条
の
三
、
第
二
十
条
及
び
第
二
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
子

ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
減
額
す
る
こ
と
に
な
る
額
を
含
む
。
）
の
総
額
（
以
下
「
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
納
付
金
賦
課
総
額
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
の
見
込
額
か
ら
第
二

号
に
掲
げ
る
額
の
見
込
額
を
控
除
し
た
額
を
基
準
と
し
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

　

一　

当
該
年
度
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額 

　
　

イ　

当
該
年
度
に
お
け
る
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用

（
府
の
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計
に
お
い
て
負
担
す
る
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
部
分
に
限
る
。
次
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
額 

　
　

ロ　

第
二
十
条
の
二
に
規
定
す
る
基
準
に
従
い
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
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課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
減
額
す
る
こ
と

と
な
る
額
の
総
額 

　

二　

当
該
年
度
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額 

　
　

イ　

法
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
五
条
の
規
定
に

よ
り
交
付
を
受
け
る
補
助
金
（
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
納
付
に
要
す

る
費
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
り
貸
し
付
け
ら
れ
る

貸
付
金
（
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
の
額 

　
　

ロ　

そ
の
他
国
民
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
（
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付

金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
限
る
。
）
の
た
め
の
収
入
（
法
第
七
十
二
条
の
三

第
一
項
、
第
七
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
及
び
第
七
十
二
条
の
三
の
三
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
を
除
く
。
）
の
額 

　

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
） 

第
十
四
条
の
十
二　

保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額

は
、
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
及
び
被
保
険
者
均

等
割
額
の
合
算
額
の
総
額
に
、
当
該
世
帯
に
属
す
る
十
八
歳
以
上
被
保
険
者
（
令
第

二
十
九
条
の
七
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
十
八
歳
以
上
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
つ
き
算
定
し
た
十
八
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
の
総
額
を
加
算
し
た

額
と
す
る
。 

２　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
に
一
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。 

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
所
得
割
額
の
算
定
） 

第
十
四
条
の
十
三　

前
条
第
一
項
の
所
得
割
額
は
、
被
保
険
者
に
係
る
賦
課
期
日
の
属

す
る
年
の
前
年
の
所
得
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
、
次
条
の
所
得
割

の
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。 
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（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
保
険
料
率
） 

第
十
四
条
の
十
四　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
保
険
料
率
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。 

一　

所
得
割　

市
町
村
標
準
保
険
料
率
の
う
ち
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦

課
額
の
保
険
料
率
に
お
け
る
所
得
割
の
率 

二　

被
保
険
者
均
等
割　

市
町
村
標
準
保
険
料
率
の
う
ち
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

納
付
金
賦
課
額
の
保
険
料
率
に
お
け
る
被
保
険
者
均
等
割
の
額 

三　

十
八
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割　

市
町
村
標
準
保
険
料
率
の
う
ち
、
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
保
険
料
率
に
お
け
る
十
八
歳
以
上
被
保
険
者
均
等

割
の
額 

２　

前
項
に
規
定
す
る
保
険
料
率
を
決
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
一
円
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。 

３　

市
長
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
料
率
を
決
定
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
こ
れ

を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
限
度
額
） 

第
十
四
条
の
十
五　

第
十
四
条
の
十
二
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
は
、

各
年
度
に
お
い
て
法
第
八
十
二
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
行
わ
れ
た
日

に
お
い
て
施
行
さ
れ
て
い
た
令
第
二
十
九
条
の
七
第
五
項
第
十
号
に
掲
げ
る
額
を
超

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

　

第
十
七
条
第
一
項
中
「
第
十
四
条
の
七
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
十
四
条
の
十
二
」

を
加
え
、
「
、
第
十
九
条
の
三
第
一
項
（
同
条
第
三
項
」
を
「
若
し
く
は
同
条
第
五

項
各
号
に
定
め
る
額
、
第
十
九
条
の
三
第
一
項(

同
条
第
三
項
又
は
第
四
項
」
に
、

「
第
十
四
条
の
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
の
保
険
料
率
に
そ
れ
ぞ
れ
十
分
の

五
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
十
九
条
の
三
第
四
項
第
一
号
（
同
条
第
六
項
」
を
「
額
、

同
条
第
五
項
（
同
条
第
七
項
又
は
第
八
項
」
に
、
「
第
二
十
条
第
一
項
各
号
（
同
条
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第
三
項
又
は
第
四
項
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
各
号
（
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま

で
」
に
、
「
若
し
く
は
同
条
第
五
項
各
号
（
同
条
第
七
項
又
は
第
八
項
」
を
「
、
同

条
第
六
項
各
号
（
同
条
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
」
に
、
「
定
め
る
額
の
」
を
「
定

め
る
額
若
し
く
は
第
二
十
条
の
二
第
一
項
に
定
め
る
額
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
若
し
く
は
第
十
四
条
の
五
の
三
の
額
若
し
く
は
第
十
四
条
の
七
」
を
「
、
第
十

四
条
の
五
の
三
、
第
十
四
条
の
七
若
し
く
は
第
十
四
条
の
十
二
」
に
改
め
、
「
第
十

九
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
額
」
の
下
に
「
若
し
く
は
同
条
第
五
項
各
号
に
定
め
る

額
」
を
加
え
、
「
第
十
四
条
の
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
の
保
険
料
率
に
そ

れ
ぞ
れ
十
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
十
九
条
の
三
第
四
項
第
一
号
」
を
「
額
、

同
条
第
五
項
に
定
め
る
額
、
第
二
十
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
額
、
同
条
第
六
項
各

号
」
に
、
「
、
第
二
十
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
額
若
し
く
は
同
条
第
五
項
各
号
」

を
「
若
し
く
は
第
二
十
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
所
得
税
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三

十
三
号
）
」
を
、
「
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
（
次
号
及
び
第
三
号
」
の
下
に
「
並
び
に
第

五
項
」
を
、
「
合
計
数
（
次
号
及
び
第
三
号
」
の
下
に
「
並
び
に
第
五
項
」
を
加
え
、

同
項
第
二
号
中
「
三
十
万
五
千
円
」
を
「
三
十
一
万
円
」
に
、
「
同
号
に
該
当
す
る
」

を
「
前
号
に
該
当
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
五
十
六
万
円
」
を
「
五
十
七
万

円
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

５　

次
の
各
号
に
該
当
す
る
納
付
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
は
、
第
十
四
条
の
十
二
の
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
納
付
金
賦
課
額
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
額
し
て
得
た

額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
第
十
四
条
の
十
五
に
定
め
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

納
付
金
賦
課
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
）

と
す
る
。 

一　

第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
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得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
合
算
額
が
、
地
方
税
法
第
三
百
十
四

条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
金
額
（
世
帯
主
等
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数

が
二
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
定
め
る
金
額
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の

数
か
ら
一
を
減
じ
た
数
に
十
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
え
た
金
額
）
を
超
え

な
い
世
帯
に
係
る
保
険
料
の
納
付
義
務
者　

イ
に
掲
げ
る
額
に
当
該
世
帯
に
属
す

る
被
保
険
者
の
う
ち
当
該
年
度
分
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
被

保
険
者
均
等
割
額
の
算
定
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
ロ
に

掲
げ
る
額
に
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
う
ち
当
該
年
度
分
の
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
十
八
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
の
算
定
の
対
象
と

さ
れ
る
も
の
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
を
合
算
し
た
額 

　
　

イ　

当
該
年
度
分
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割

の
保
険
料
率
に
十
分
の
七
を
乗
じ
て
得
た
額 

　
　

ロ　

当
該
年
度
分
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
十
八
歳
以
上
被
保

険
者
均
等
割
の
保
険
料
率
に
十
分
の
七
を
乗
じ
て
得
た
額 

二　

第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所

得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
合
算
額
が
、
地
方
税
法
第
三
百
十
四

条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
金
額
（
世
帯
主
等
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数

が
二
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
定
め
る
金
額
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の

数
か
ら
一
を
減
じ
た
数
に
十
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
え
た
金
額
）
に
三
十

一
万
円
に
当
該
年
度
の
保
険
料
賦
課
期
日
（
賦
課
期
日
後
に
保
険
料
の
納
付
義
務

が
発
生
し
た
場
合
に
は
そ
の
発
生
し
た
日
と
す
る
。
）
現
在
に
お
い
て
当
該
世
帯

に
属
す
る
被
保
険
者
の
数
と
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
数
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得

た
額
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
保
険
料
の
納
付
義
務
者
で
あ
っ

て
前
号
に
該
当
す
る
者
以
外
の
者　

イ
に
掲
げ
る
額
に
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保

険
者
の
う
ち
当
該
年
度
分
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
被
保
険
者
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均
等
割
額
の
算
定
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
ロ
に
掲
げ
る

額
に
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
う
ち
当
該
年
度
分
の
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
納
付
金
賦
課
額
の
十
八
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
の
算
定
の
対
象
と
さ
れ
る

も
の
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
を
合
算
し
た
額 

　

イ　

当
該
年
度
分
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割

の
保
険
料
率
に
十
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

　

ロ　

当
該
年
度
分
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
十
八
歳
以
上
被
保

険
者
均
等
割
の
保
険
料
率
に
十
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

三　

第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所

得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
合
算
額
が
、
地
方
税
法
第
三
百
十
四

条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
金
額
（
世
帯
主
等
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数

が
二
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
定
め
る
金
額
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の

数
か
ら
一
を
減
じ
た
数
に
十
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
え
た
金
額
）
に
五
十

七
万
円
に
当
該
年
度
の
保
険
料
賦
課
期
日
（
賦
課
期
日
後
に
保
険
料
の
納
付
義
務

が
発
生
し
た
場
合
に
は
そ
の
発
生
し
た
日
と
す
る
。
）
現
在
に
お
い
て
当
該
世
帯

に
属
す
る
被
保
険
者
の
数
と
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
数
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得

た
額
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
保
険
料
の
納
付
義
務
者
で
あ
っ

て
前
二
号
に
該
当
す
る
者
以
外
の
者　

イ
に
掲
げ
る
額
に
当
該
世
帯
に
属
す
る
被

保
険
者
の
う
ち
当
該
年
度
分
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
被
保
険

者
均
等
割
額
の
算
定
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
ロ
に
掲
げ

る
額
に
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
う
ち
当
該
年
度
分
の
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
納
付
金
賦
課
額
の
十
八
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
の
算
定
の
対
象
と
さ
れ

る
も
の
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
を
合
算
し
た
額 

　

イ　

当
該
年
度
分
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割

の
保
険
料
率
に
十
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額 
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ロ　

当
該
年
度
分
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
十
八
歳
以
上
被
保

険
者
均
等
割
の
保
険
料
率
に
十
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額 

６　

第
十
四
条
の
十
四
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
各
号
イ
及
び
ロ
に
規
定

す
る
額
の
決
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
の
十
四
第

二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
中
「
保
険
料
率
」
と
あ
る
の
は
、
「
額
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。 

第
十
九
条
の
二
中
「
及
び
前
条
第
一
項
」
を
「
、
第
十
四
条
の
五
の
四
、
第
十
四
条

の
八
及
び
第
十
四
条
の
十
三
並
び
に
前
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
同
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。 

第
十
九
条
の
三
第
一
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中

「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
「
第
十
四
条
の
五
の
五
の
」
と
」
の
下
に
「
、

「
第
十
九
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
各
号
」
と
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
中
第

第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。 

４　

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
減
額

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る

の
は
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
」
と
、
「
第
十
四
条
」
と
あ
る
の
は

「
第
十
四
条
の
十
四
」
と
、
第
二
項
中
「
第
十
四
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十

四
条
の
十
四
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

　

第
十
九
条
の
三
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

８　

第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
減
額

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る

の
は
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
」
と
、
「
第
十
四
条
」
と
あ
る
の
は

「
第
十
四
条
の
十
四
」
と
、
「
第
十
九
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
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第
五
項
各
号
」
と
、
「
第
十
四
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の
十
四
第
二

項
」
と
、
第
六
項
中
「
第
十
四
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の
十
四
第
三

項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

　

第
二
十
条
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
の
七
第
五
項
第
八
号
」
を
「
第
二
十
九
条
の
七

第
六
項
第
八
号
」
に
、
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
三

十
二
条
の
十
の
二
」
を
「
第
三
十
二
条
の
十
の
三
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
第
五

項
」
を
「
第
六
項
」
に
、
「
第
六
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、
「
第
十
四
条
の
十
」
と
」

の
下
に
「
、
「
第
十
九
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
各
号
」
と
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、

同
条
第
七
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
、
「
第
十
四
条
の
五
の
九
」
と
」

の
下
に
「
、
「
第
十
九
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
各
号
」
と
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、

同
条
中
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。 

５　

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
減
額

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る

の
は
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
」
と
、
「
第
十
二
条
」
と
あ
る
の
は

「
第
十
四
条
の
十
二
」
と
、
「
第
十
四
条
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の
十
五
」

と
、
「
被
保
険
者
均
等
割
」
と
あ
る
の
は
「
被
保
険
者
均
等
割
及
び
十
八
歳
以
上
被

保
険
者
均
等
割
」
と
、
第
二
項
中
「
第
十
四
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条

の
十
四
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

　

第
二
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

　

第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
減

10
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ

る
の
は
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
」
と
、
「
第
十
二
条
」
と
あ
る
の
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は
「
第
十
四
条
の
十
二
」
と
、
「
第
十
四
条
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の
十

五
」
と
、
「
被
保
険
者
均
等
割
」
と
あ
る
の
は
「
被
保
険
者
均
等
割
及
び
十
八
歳
以

上
被
保
険
者
均
等
割
」
と
、
「
第
十
九
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条

第
五
項
各
号
」
と
、
第
七
項
中
「
第
十
四
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の

十
四
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

　

第
二
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

　

（
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
以
前
で
あ
る
被
保
険
者
の
被

保
険
者
均
等
割
額
の
減
額
） 

第
二
十
条
の
二　

当
該
年
度
に
お
い
て
、
そ
の
世
帯
に
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最

初
の
三
月
三
十
一
日
以
前
で
あ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
十
八
歳
未
満
被
保
険
者
」
と

い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
十
八
歳
未
満
被
保
険
者
に
係
る
当
該
年
度
分

の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
第
十
四
条
の

十
四
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
の
保
険
料
率
に

相
当
す
る
額
（
第
十
九
条
第
五
項
、
第
十
九
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
若
し
く
は
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同

条
第
五
項
又
は
前
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
若
し
く

は
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
基
準
に

従
い
当
該
十
八
歳
未
満
被
保
険
者
に
係
る
当
該
年
度
分
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納

付
金
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
の
保
険
料
率
に
相
当
す
る
額
を
減
額
す
る
も
の
と

し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
減
額
後
の
額
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
、
当
該
保
険
料

率
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。 

２　

第
十
四
条
の
十
四
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
額
の
決
定
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
の
十
四
第
三
項
の
規
定
中
「
保
険
料
率
」

と
あ
る
の
は
、
「
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

　

附
則
第
二
条
の
二
中
「
（
所
得
税
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
」

－ 83 －



を
加
え
る
。 

附　

則 

　

（
施
行
期
日
） 

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
箕
面
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
規
定
は
、
令
和
八
年

度
以
後
の
年
度
分
の
保
険
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
七
年
度
以
前
の
年
度
分
の
保

険
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３　

前
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
第
十
四
条
の
十
五
の
規
定
は
、
令
和
九
年
度
以
後

の
年
度
分
の
保
険
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
八
年
度
分
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、

第
十
四
条
の
十
五
中
「
各
年
度
に
お
い
て
法
第
八
十
二
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
通
知
が
行
わ
れ
た
日
に
お
い
て
施
行
さ
れ
て
い
た
令
第
二
十
九
条
の
七
第
五
項
第

十
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
令
第
二
十
九
条
の
七
第
五
項
第
十
号
に
掲
げ

る
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

      

（
提
案
理
由
） 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度
の
創
設
に
伴
い
、
保
険
料
と
し
て
徴
収
す
る
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
に
係
る
規
定
を
定
め
る
と
と
も
に
、
国
民
健
康
保
険

法
施
行
令
の
改
正
に
伴
い
、
低
所
得
者
に
対
し
保
険
料
を
軽
減
す
る
所
得
判
定
基
準
額

を
引
き
上
げ
る
た
め
、
本
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
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第
二
十
四
号
議
案 

　
　
　

箕
面
市
立
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
改
正
の
件 

箕
面
市
立
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。 

令
和
八
年
二
月
十
九
日
提
出 

箕
面
市
長　

原　

田　

亮　

 

箕
面
市
条
例
第　
　
　

号 

箕
面
市
立
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

箕
面
市
立
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
七
年
箕
面
市
条
例
第
三
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
調
理
実
習
室
の
項
を
削
る
。 

附　

則 

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

         　

（
提
案
理
由
） 

　

箕
面
市
立
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
調
理
実
習
室
を
廃
止
す
る
た
め
、
本
条
例
を

改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
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第
二
十
五
号
議
案 

箕
面
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
改
正
の
件 

箕
面
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。 

令
和
八
年
二
月
十
九
日
提
出 

箕
面
市
長　

原　

田　

亮 

箕
面
市
条
例
第　
　
　

号 

箕
面
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

箕
面
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
箕
面
市
条
例
第
二
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
五
条
第
二
項
第
二
号
中
「
九
千
七
百
円
」
を
「
一
万
円
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し

書
中
「
一
万
四
千
五
百
円
」
を
「
一
万
五
千
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
百
円
」

を
「
四
百
三
十
三
円
」
に
改
め
、
「
、
第
二
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
一

人
に
つ
き
三
百
八
十
三
円
を
」
を
削
り
、
「
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
「
第
二
号

か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第

三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

別
表
中
「
一
二
、
九
○
○
」
を
「
一
三
、
三
四
○
」
に
、
「
一
三
、
七
〇
○
」
を

「
一
四
、
一
七
○
」
に
、
「
一
四
、
五
○
○
」
を
「
一
五
、
○
○
○
」
に
、
「
一
一
、
三

○
○
」
を
「
一
一
、
六
七
○
」
に
、
「
一
二
、
一
○
○
」
を
「
一
二
、
五
○
○
」
に
、

「
九
、
七
○
○
」
を
「
一
○
、
○
○
○
」
に
、
「
一
○
、
五
○
○
」
を
「
一
○
、
八
四

○
」
に
改
め
る
。 

附　

則 

（
施
行
期
日
） 

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 
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２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
別
表
の
規
定
は
、

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
損
害
補
償
並
び
に
同
日

前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
同
日
以
後
の
期
間
に
係
る
傷
病
補
償
年
金
、
障
害

補
償
年
金
及
び
遺
族
補
償
年
金
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
傷
病
補
償
年
金
等
」
と

い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
損
害
補
償

（
傷
病
補
償
年
金
等
を
除
く
。
）
及
び
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
同
日

前
の
期
間
に
係
る
傷
病
補
償
年
金
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

             

（
提
案
理
由
） 

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
一
年
政

令
第
三
百
三
十
五
号
）
の
改
正
に
伴
い
、
非
常
勤
消
防
団
員
等
の
損
害
補
償
の
額
の
算

定
の
基
礎
と
な
る
補
償
基
礎
額
等
を
改
定
す
る
た
め
、
本
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
あ

る
。
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第
二
十
六
号
議
案 

箕
面
市
火
災
予
防
条
例
改
正
の
件 

箕
面
市
火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
二
月
十
九
日
提
出 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

箕
面
市
長　

原　

田　

亮　

 

箕
面
市
条
例
第　
　
　

号 

箕
面
市
火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

箕
面
市
火
災
予
防
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
箕
面
市
条
例
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
七
条
の
二
の
見
出
し
を
「
（
一
般
サ
ウ
ナ
設
備
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
サ

ウ
ナ
室
に
設
け
る
放
熱
設
備
（
以
下
「
サ
ウ
ナ
設
備
」
と
い
う
」
を
「
一
般
サ
ウ
ナ
設

備
（
簡
易
サ
ウ
ナ
設
備
以
外
の
サ
ウ
ナ
設
備
（
サ
ウ
ナ
室
に
設
け
る
放
熱
設
備
を
い
う
。
）

を
い
う
。
以
下
同
じ
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
及
び
同
条
第
二
項
中
「
サ
ウ
ナ
設
備
」

を
「
一
般
サ
ウ
ナ
設
備
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
の
三
と
し
、
第
七
条
の
次
に
次
の

一
条
を
加
え
る
。 

　

（
簡
易
サ
ウ
ナ
設
備
） 

第
七
条
の
二　

簡
易
サ
ウ
ナ
設
備
（
屋
外
そ
の
他
の
直
接
外
気
に
接
す
る
場
所
に
設
け

る
テ
ン
ト
型
サ
ウ
ナ
室
（
サ
ウ
ナ
室
の
う
ち
テ
ン
ト
を
活
用
し
た
も
の
を
い
う
。
）
又

は
バ
レ
ル
型
サ
ウ
ナ
室
（
サ
ウ
ナ
室
の
う
ち
円
筒
形
で
あ
り
、
か
つ
、
木
製
の
も
の

を
い
う
。
）
に
設
け
る
放
熱
設
備
で
あ
っ
て
、
定
格
出
力
六
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の

で
あ
り
、
か
つ
、
薪
又
は
電
気
を
熱
源
と
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
位
置

及
び
構
造
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

一　

火
災
予
防
上
安
全
な
距
離
を
保
つ
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
を
除
き
、
建
築
物
等

及
び
可
燃
性
の
物
品
か
ら
火
災
予
防
上
安
全
な
距
離
と
し
て
対
象
火
気
設
備
等
及

び
対
象
火
気
器
具
等
の
離
隔
距
離
に
関
す
る
基
準
に
よ
り
得
ら
れ
る
距
離
以
上
の
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距
離
を
保
つ
こ
と
。 

二　

簡
易
サ
ウ
ナ
設
備
の
温
度
が
異
常
に
上
昇
し
た
場
合
に
直
ち
に
そ
の
熱
源
を
遮 

断
す
る
こ
と
が
で
き
る
手
動
及
び
自
動
の
装
置
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
薪
を

熱
源
と
す
る
簡
易
サ
ウ
ナ
設
備
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
周
囲
に
お
い
て
火
災
が
発
生

し
た
際
に
速
や
か
に
使
用
で
き
る
位
置
に
消
火
器
を
設
置
し
た
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。 

２　

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
簡
易
サ
ウ
ナ
設
備
の
位
置
、
構
造
及
び
管
理
の

基
準
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
（
第
一
項
第
一
号
、
第
十
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
及
び

第
十
七
号
か
ら
第
十
八
号
の
三
ま
で
、
第
二
項
第
六
号
、
第
三
項
並
び
に
第
四
項
を

除
く
。
）
及
び
第
五
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

　

第
二
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
中
「
住
宅
用
防
災
機
器
」
の
下
に
「
、
感
震
ブ
レ
ー

カ
ー
」
を
加
え
る
。 

　

第
四
十
四
条
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

　

六
の
二　

簡
易
サ
ウ
ナ
設
備
（
個
人
が
設
け
る
も
の
を
除
く
。
） 

　

第
四
十
四
条
第
七
号
中
「
サ
ウ
ナ
設
備
」
を
「
一
般
サ
ウ
ナ
設
備
」
に
改
め
る
。 

附　

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　

 

  

（
提
案
理
由
） 

対
象
火
気
設
備
等
の
位
置
、
構
造
及
び
管
理
並
び
に
対
象
火
気
器
具
等
の
取
扱
い
に

関
す
る
条
例
の
制
定
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
二
十

四
号
）
の
改
正
等
に
伴
い
、
関
係
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
条
例
を
改
正
す
る
も
の

で
あ
る
。
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第
二
十
七
号
議
案 

箕
面
市
下
水
道
条
例
及
び
箕
面
市
水
道
事
業
給
水
条
例
改
正
の
件 

箕
面
市
下
水
道
条
例
及
び
箕
面
市
水
道
事
業
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
二
月
十
九
日
提
出 

箕
面
市
長　

原　

田　

亮 

箕
面
市
条
例
第　
　
　

号 

箕
面
市
下
水
道
条
例
及
び
箕
面
市
水
道
事
業
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正 

す
る
条
例 

　

（
箕
面
市
下
水
道
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条　

箕
面
市
下
水
道
条
例
（
昭
和
四
十
四
年
箕
面
市
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　
　

第
八
条
第
一
項
中
「
（
規
程
で
定
め
る
軽
微
な
工
事
を
除
く
。
）
は
」
を
「
は
、
次

に
掲
げ
る
工
事
を
除
き
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
に
次
の
各
号
を

加
え
る
。 

　
　

一　

市
が
行
う
工
事 

　
　

二　

規
程
で
定
め
る
軽
微
な
工
事 

　
　

三　

災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、
管
理
者
が
他
の
市
町
村
長
（
地
方
公

営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り

置
か
れ
た
下
水
道
事
業
の
管
理
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

指
定
を
受
け
た
者
に
工
事
を
行
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
、
他
の

市
町
村
長
の
指
定
を
受
け
た
者
が
行
う
工
事 

　

（
箕
面
市
水
道
事
業
給
水
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条　

箕
面
市
水
道
事
業
給
水
条
例
（
平
成
九
年
箕
面
市
条
例
第
四
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 
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第
五
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、
管
理
者
が
他
の
水
道
事
業
者

（
法
第
三
条
第
五
項
の
水
道
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又

は
他
の
水
道
事
業
者
が
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
指
定
を
し
た
者
が
給
水
装
置

工
事
を
施
行
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

　
　

第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
一
号
」
に
、

「
同
条
第
二
項
」
を
「
同
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。 

附　

則 

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

     

　

 

      

（
提
案
理
由
） 

災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、
他
の
市
町
村
長
の
指
定
を
受
け
た
者
等
が
排

水
設
備
等
及
び
給
水
装
置
の
工
事
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
本
条
例

を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
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